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ご利用にあたって 

 

この年報は、平成 25 年（年度）中に調査を行った、岩手県内で発生した火災や災害の状況及びそれに対

応する消防力の現況等を集録したものです。  

※集録内容により、集計区分が年と年度で異なります。 

 

１ 火災の定義 

 ここにいう火災とは、人の意図に反して発生若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要があ

る燃焼現象であって、これを消火するためには消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要

とするものをいう。 

２ 火災は、次の種別に区分する。ただし、火災の種類が２以上複合するときは、損害額の大なるものとす

る。 

 (1) 建物火災   建物又はその収容物が焼損した火災をいう。 

 (2) 林野火災   森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。 

 (3) 車輌火災   原動機によって運航することができる車輌及び被けん引車又はこれらの積載物が焼

損した火災をいう。 

 (4) 船舶火災   船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。 

(5) 航空機火災  航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。 

(6) その他の火災 (1)～(5)までに掲げる火災以外の火災をいう。 

３ 火災の損害 

 火災の損害とは、火災によって受けた直接的な損害（人の死傷及び物の被害）をいい、消火のために要

した経費、焼跡整理費、り災のための休業による損失等の間接的な損害を除く。 

 損害額は、り災地における時価による。 

４ 焼損棟数 

 (1) 全   焼  建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の 70%以上のもの、又はこれ未満であって

も残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。 

 (2) 半   焼  建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の 20%以上のもので、全焼に該当しないも

のをいう。 

 (3) 部 分 焼  建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の 20%未満のもの、又は建物の収容物のみ

を焼損したものをいう。 

５ り災世帯 

 (1) 全   損  建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の 70%以上のものをいう。 

 (2) 半   損  建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の 20%以上で全焼に該当しないものをい

う。 

 (3) 小   損  建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の 20%未満のものをいう。  

６ 死者及び負傷者 

 (1) 「死者」又は「負傷者」とは、火災現場において火災に直接起因して、死亡した者（病死者を除く。）

又は負傷した者をいう。 

 (2) 消防吏員、消防団員及び消防活動に関係ある者については、火災を覚知したときより現場を引き揚げ

る時までの間に死亡及び負傷した者をそれぞれ死者又は負傷者という。 



７ 消防力の基準 

 市町村の消防力の整備の基準として人員及び資機材施設について定めた基準 

 （平成 24 年度消防施設整備計画に関する実態調査による） 

８ 救急事故の種別 

 (1) 火災事故    火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。 

 (2) 自然災害事故  暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異

常な自然現象に起因する災害による事故をいう。 

 (3) 水難事故    水泳中（運動競技によるものを除く。）の溺者又は水中転落等による事故をいう。 

 (4) 交通事故    全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に

接触したこと等による事故をいう。 

 (5) 労働災害事故  各種工場、事務所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。 

 (6) 運動競技事故  運動競技の実施中に発生した事故で、直接運動競技を実施している者、審判員及

び関係者等の事故（ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷した

者は含み、競技場内の混乱による事故等は含まない。）をいう。 

 (7) 一般負傷    他に分類されない不慮の事故をいう。 

 (8) 加害      故意に他人によって障害等を加えられた事故をいう。 

 (9) 自損行為    故意に自分自身に障害等を加えた事故をいう。 

 (10) 急病      疾病によるもので、救急業務として行ったものをいう。 

 (11) その他     転院搬送、医師・看護婦搬送、医療資機材等の輸送、その他のもの（傷病者不搬

送件数のうち分類不能なもの及び誤報、いたずら等で救急事故等の不明なものを含

む。）をいう。 

９ 救急患者の障害程度 

 (1) 死亡   初診時において、死亡が確認されたもの 

 (2) 重症   傷病の程度が三週間以上の入院加療を必要とするもの 

 (3) 中等症  傷病の程度が入院を必要とするもので重症に至らないもの 

 (4) 軽症   傷病の程度が入院加療を必要としないもの 

10 救急患者の年齢区分 

 (1) 新生児  生後 28 日未満の者 

 (2) 乳幼児  生後 28 日以上満７歳未満の者 

 (3) 少年   満７歳以上満 18 歳未満の者 

 (4) 成人   満 18 歳以上満 65 歳未満の者 

 (5) 老人   満 65 歳以上の者 
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第１章 火災・災害の概況 

 

第１節  火 災 の 概 況 

 

１ 概説 

  平成 25 年中の火災は、総出火件数 481 件、損害額 1,201,528 千円、死者 28 人、負傷者 73 人、焼損棟数

423 棟、り災世帯数 205 世帯、建物の焼損床面積は、24,756 ㎡、林野の焼損面積は 977a となっています。 

 

２ 出火件数 

  総出火件数は、481 件で前年（500 件）に比べて 19 件の減少となり、一日当たり約 1.32 件の割合で火災

が発生していることになります。 

 (1) 火災種別出火状況 

    全火災を種別ごとにみると、建物火災が 254 件で全体の 52.8％で も多く、次いでその他火災、林

野火災、車両火災の順となっています。（表１－１－１、図１－１－１、図１－１－２） 

表１－１－１ 火災種別出火件数の割合 

 平成 25 年 平成 24 年 比較増減 

件数（件） 構成比(％) 件数（件） 構成比（％） 件数（件） 構成比（％）

建    物 254 52.8 282 56.4 △ 28  △3.6 

林    野 64 13.3 48 9.6    16 3.7 

車    両 56 11.6 70 14.0 △ 14 △2.4 

船    舶  0  0  1 0.2  △  1    △0.2 

航 空 機  0 0  0 0      0     0 

そ の 他 107 22.3 99 19.8      8 2.5 

計 481 100 500 100  △ 19 - 

 

図１－１－１ 火災種別の内訳            図１－１－２建物火災の用途別内訳 

              （合計 481 件）        （建物合計 254 件） 

52.8% 建物 254件

22.2% その他火災

107件

13.3% 林野火災

64件

11.6% 車両火災

56件

146

3 3 4 22 15 15

46

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

居
住
用
建
物

飲
食
店

物
品
販
売
店
舗

特
殊
建
築
物

工
場
作
業
場

倉
庫
・
事
務
所

複
合
用
途

そ
の
他



2 

 

 (２) 月別・四季別出火状況 

出火件数を月別にみると、６月が も多く 80 件（16.6％）、次いで４月、３月の順となっています。 

また、四季別にみると、春季（３月～５月）が も多く 39.1％を占め、次いで夏季（６月～８月）

26.2％、冬季（１２月～２月）21.0％、秋季（９月～１１月）13.7％の順となっています。 

 

  図１－１－３ 月別・四季別出火件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 出火率 

  平成 25 年中の出火率（県民１万人あたりの出火件数）は、県全体で 3.66 ポイントですが、出火率が低

い市町村は、大槌町 1.55、滝沢村 1.65、盛岡市 1.66 などとなっています。 

 

４ 覚知方法 

  総出火件数 481 件の覚知方法をみると、加入電話から火災報知専用電話（119 番）に通報した件数が

も多く 196 件（40.7％）、次いで携帯電話から 119 番通報した件数が 169 件（35.1％）で、合わせて 365

件（75.9％）が 119 番に入電したことに 

なります。 

図１－１－４ 覚知方法別 
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５ 初期消火の状況 

 平成 25 年における全火災 481 件のうち、204 件の火災で初期消火が行われている一方、初期消火が行

われなかった火災は、約６割の 57.6％となっています。 

また、初期消火が行われた火災で火災鎮圧等に有効であった件数は 124 件で、全火災に対する割合は

25.8％となっています。 

  表１－１－２ 初期消火器具の使用状況 

初 期 消 火 器 具 件   

数 

 構  成  比 

(％) 

 

うち、初期消火が
有 効 だ っ た 件 数

初期消火が有効
だった割合（％）

簡 易 消 火 器 具 
（水バケツ等） 

  ２０   ７     ４．３ ３５．０ 

消 火 器   ６０ ４４   １２．５   ７３．３ 

消 火 設 備 類     １   ０      ０ ０ 

水道、浴槽、汲み
置き等の水をかけ

た 
  ７０ ５４    １４. ６ ７７．１ 

寝具・衣類をかけ

た 
   ５   ４      １. ０    ８０．０ 

も み 消 し た １０   １    ２．１    １０．０ 

そ の 他   ３８ １４    ７．９    ３６．８ 

初 期 消 火 な し ２７７ －   ５７．６ － 

合     計 ４８１ １２４    １００    ２５. ８ 

 

６ 死者 

  火災による死者は、28 人となっており、前年に比べ 6人の減少となっています。 

 その内訳をみると、放火自殺者が 14 人、放火自殺以外の焼死者が 14 人となっており、前年に比べ、放

火自殺者は 1人減少、放火自殺以外の者は 5人減少しています。 

  図１－１－５ 死者の推移   （ ■：放火自殺者 ☐：放火自殺以外の死者） 
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７ 焼損面積 

  建物焼損床面積は、24,756 ㎡で前年（25,833 ㎡）に比べて 1,077 ㎡減少しました。 

  林野焼損面積は、977a で前年（775a）に比べて 202a 減少しました。 

 

８ 損害額 

  平成25年中における火災の損害額は、1,201,528千円で、前年に比べ133,917千円の増加となりました。

平成 23 年の数値が高い理由は、東日本大震災津波の影響により発生した火災によるものです。 

１日当たりの損害は 3,292 千円（前年 2,924 千円）、火災１件当たり 2,498 千円（前年 2,135 千円）、県

民１人当たりでは 1,094 円（前年 810 円）の損害が生じた計算となります。 

 

  図１－１－６ 過去１０年間の損害額 

年別 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

火災件数 582 459 464 530 594 546 449 566 500 481

損害額
（百万円）

1,903 1,464 1,972 1,393 2,110 1,520 904 9,006 1,067 1,201

１件当たり
（千円）

3,271 3,190 4,250 2,628 3,552 2,783 2,015 15,913 2,135 2,498
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９ 火災の原因 

 平成 25 年の総出火件数 481 件を出火原因別にみると、「火入れ」による火災が一番多く、11％（56 件）

を占め、以下「ストーブ」８％（38 件）、「たき火」7％（34 件）、「放火」6％（27 件）、「たばこ」5％（24

件）の順になっています。 

また、「放火」及び「放火の疑い」を合わせると、7％（34 件）となり、放火自殺の件数 14 件が含まれ

るものの、１位の「火入れ」、２位の「ストーブ」に次ぐ割合となっています。 
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図１－１－７ 出火原因別火災発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 表 1 - 1 - 3 　 出 火 原 因 別 件 数 　 　 　 　 　 （ 単 位 ： 件

種 　 別 平 成 2 5 年 平 成 2 4 年 増 　 減 種 　 別 平 成 2 5 年 平 成 2 4 年 増 　 減

火 入 れ 5 6 5 4 2 風 呂 か ま ど 6 4 2

ス ト ー ブ 3 8 3 8 0 こ た つ 6 2 4

た き 火 3 4 2 8 6 溶 接 機 ・ 溶 断 機 5 3 2

放 火 2 7 3 1 ▲  4 焼 却 炉 4 5 ▲  1

た ば こ 2 4 3 9 ▲  1 5 電 気 機 器 3 9 ▲  6

こ ん ろ 1 6 2 6 ▲  1 0 電 気 装 置 3 6 ▲  3

取 灰 1 5 6 9 衝 突 の 火 花 3 5 ▲  2

排 気 管 1 2 1 7 ▲  5 か ま ど 2 2 0

電 灯 電 話 等 配 線 1 0 2 1 ▲  1 1 炉 2 0 2

配 線 器 具 1 0 1 6 ▲  6 そ の 他 1 0 7 9 3 1 4

交 通 機 関 内 配 線 9 1 0 ▲  1 不 明 ・ 調 査 中 5 9 5 1 8

煙 突 ・ 煙 道 8 7 1

マ ッ チ ・ ラ イ タ ー 8 1 0 ▲  2

火 あ そ び 7 4 3

放 火 の 疑 い 7 1 3 ▲  6 合 計 4 8 1 5 0 0 ▲  1 9
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第２節 災害の概況 

 

１ 災害の概況 

 平成 25 年中に発生した災害は、42 件で、被害総額は約 411 億 4 千万円に上った。これを前年と比較す

ると、災害発生件数が 25 件の減、負傷者 25 人の減、被害総額は約 392 億円の増となっている。 

 平成 25 年中の被害総額が前年に比較し大きく増加した理由は、平成 25 年 7 月 26 日、8月 9日、9月 16

日に発生した大雨・洪水及び 10 月 16 日に発生した暴風・波浪の被害（4 災害合計 約 406 億 9 千万円）

が大きかったためである。 

 

  表１－２－１ 

区  分 発生件数（件） 死者数（人） 負傷者数（人） 被害総額(千円) 

平成 25 年 42 3 87 41,143,642 

平成 24 年 67 6 92 1,935,568 

増 減 ▲25 ▲3 ▲5 39,208,074 

 

２ 災害対策本部及び災害警戒本部の設置状況 

 県では、これらの災害に対処するため、災害対策本部を 1回、災害警戒本部を 42 回設置し、気象情報の

伝達、被害状況の把握及び応急措置に努めた。 

 

○災害対策本部対応 

     大雨、洪水警報            １回 

○ 災害警戒本部対応 

     震度４の地震発生           ８回 

     津波注意報              ２回 

     大雨警報               ７回 

     大雨、洪水警報            ８回 

     大雨、洪水、暴風、波浪警報      ２回 

大雨、洪水、暴風、波浪、高潮警報   １回 

     大雪警報               ２回 

暴風警報               ３回 

     暴風雪警報              ８回 

     波浪警報               １回 
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図１-2-1 年間被害額、災害発生件数、罹災世帯数、死傷者数の推移（過去 10 年間） 

（単位：億円、件） 
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※参考 災害１件当たりの被害が 100 億円を超える災害（百万円未満切り捨て）    （単位：百万円） 

昭和 56 年 台風 15 号による暴風雨災害（８月） 93,929

 61 年 
異常低温による道路の凍上災害（２月） 11,284

台風 10 号及びその後の低気圧による大雨災害（８月） 19,095

 62 年 ８月 16 日から 19 日にかけての大雨洪水災害 10,522

 63 年 
８月 28 日から 31 日にかけての大雨洪水災害 37,673

農作物冷害 30,127

平成 ２年 
９月 19 日から 20 日にかけての台風 19 号による大雨洪水災害 20,373

11 月４日から５日にかけての大雨洪水災害 21,340

 ３年 

２月 15 日から 17 日にかけての暴風雨雪、波浪災害 13,592

８月 30 日から 31 日にかけての台風 14 号による大雨洪水災害 15,013

農作物冷害 25,761
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 ５年 
７月 28 日から 29 日にかけての大雨洪水災害 17,480

低温・日照不足及び７月から８月にかけての異常低温災害 102,690

 10 年 
８月 26 日から９月１日にかけての大雨洪水災害 20,651

９月３日の内陸北部の地震災害（参考） 7,916

 11 年 
７月 12 日から 14 日にかけての大雨洪水災害 13,827

10 月 27 日から 28 日にかけての大雨洪水災害 47,146

 13 年 ２月２日～２月 27 日の低温による災害 19,012

 14 年 ７月 10 日～12 日の台風６号による災害 57,358

 15 年 
５月 26 日の地震災害（三陸南地震） 10,815

６月下旬以降の冷害 32,907

 18 年 
２月低温による災害 12,234

10 月 4 日から 9日にかけての暴風波浪大雨洪水による災害 16,461

 20 年 岩手・宮城内陸地震災害 20,960

 23 年 東北地方太平洋沖地震及び津波による災害（東日本大震災津波） 
911.245

(確定分のみ)

 25 年 
８月９日の大雨洪水災害 
９月 16 日の大雨洪水災害 

20.427
11.338
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第２章 消 防 の 組 織 と 活 動 

 

第１節 消 防 体 制 

 

１ 消防力 

 (1) 消防組織と人員 

   平成 25 年 4 月 1日現在における県内 33 市町村の消防組織と人員の状況は、下表のとおりである。 

 

表２－１－１ 市町村の消防組織の現況 

区   分 
25. 4. 1  

（Ａ） 

24. 4. 1  

（Ｂ） 
（Ａ）－（Ｂ）

消

防

本

部 

消防本部数 12 12 －

消 防 署 数 25 24 －

出 張 所 数 52 54 －

消防職員数 1,945 1,951 △6

消

防

団 

消 防 団 数 33 34 －

分 団 数 456 456 －

消防団員数 22,523 22,912 △389

 

   県内 12 消防本部のうち 4 消防本部は市単独で、8 消防本部は一部事務組合（構成 29 市町村）で消防

本部署所を設置して、県内一円の災害の予防・鎮圧の活動を行っている。消防団については 33 消防団

が設置され、地域住民の民生の安定に寄与している。 

   また、表 2－1－1にみられるとおり、消防職員については、平成 25 年 4 月 1日現在で、1,945 名（H24

比：6名減）となっており、消防団員は、22,523 名（H24 比：389 名減）となっている。 

   近年の産業、経済の発展に伴って災害も複雑多様化し、人命の安全が強く叫ばれ、国民の生命、身体

及び財産を災害から保護するという国民福祉の確保、向上に直接寄与する消防活動の中で、年々装備の

近代化や消防機関の充実強化が図られてきている反面、若年人口の減少や過疎化に伴い、消防団員数の

減少や団員の高齢化傾向が続いており、また、新規団員の確保が難しくなってきている状況にある。 

   消防団が地域の防災に果たす役割は依然として大きいことから、東日本大震災津波に際し、活動中に

多くの消防団員が犠牲なった教訓等を踏まえ、消防防災活動時の安全対策の確立を図るとともに、今後

とも団員の確保や処遇の改善に努め、教育訓練等を通じて機能の強化及び消防職・団員の質的向上を図

ることが必要である。 

   こうした状況に鑑み、国では、住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災力の充実強

化を図り、住民の安全の確保に資することを目的として、平成 25 年 12 月に「消防団を中核とした地域

防災力の充実強化に関する法律」を制定し、消防団員の確保、処遇の改善、装備や訓練の充実について、

国及び地方公共団体は必要な措置を行うことが義務付けられたところである。 

   表 2－１－2 は消防本部、消防署、消防団の人員等についてその推移を示したものである。 
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表２－１－２ 消防組織、消防職員、消防団員の推移 

 年次 
区分 15.4.1 16.4.117.4.1 18.4.1 19.4.1 20.4.1 21.4.1 22.4.1 24.4.1 25.4.1

消防本部 
・署の部 

消防本部数 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12

消防署数 21 21 21 24 24 24 24 24 25 25

出張所数 56 56 56 53 53 53 53 54 52 52

消防職員数 1,934 1,933 1,932 1,929 1,926 1,937 1,926 1,945 1,951 1,945

消防団の部 
消防団数 59 58 58 47 40 39 39 34 33 33

消防団員数 24,868 24,358 24,156 23,864 23,463 23,476 23,277 23,420 22,912 22,523

※平成 23 年度は、東日本大震災津波の影響から調査未実施であること。 

     以降、表 2-1-3、表 2-1-4 についても同じ。 

 

 

 (2) 消防施設 

消防機械器具、消防水利等の消防施設は毎年、整備、強化を図っているが、近年、複雑多様化してい

る火災、その他の災害に十分対処するためには、今後ともさらに消防施設の強化、近代化を図らなけれ

ばならない。 

  ア 消防機械 

 消防機械の保有状況は、表 2－1－3のとおりである。 

 危険物火災、高層建物火災等の特殊災害に対処するため、特に都市部においては化学車、はしご車

等の特殊消防自動車、機械の整備促進が必要である。 

 

表２－１－３ 消防機械の推移 

  15.4.1 16.4.1 17.4.1 18.4.1 19.4.120.4.121.4.122.4.1 24.4.125.4.1

消防ポンプ自動車 577 579 580 582 580 581 581 581 580 583

水そう付消防ポンプ自動車 89 87 87 85 88 89 89 89 93 91

小型動力ポンプ 1,140 1,134 1,134 1,109 1,107 1,100 1,108 1,106 1,110 1,114

はしご付消防ポンプ自動車 

24Ｍ級 
      

はしご付消防ポンプ自動車 

30Ｍ級 
1 1 1 1 1    

はしご付消防自動車 

30Ｍ級以上 
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

屈折はしご付 

消防ポンプ・消防自動車 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

化学車 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12

救助工作車 13 14 14 15 15 15 14 14 16 15

救急自動車 94 94 94 95 95 96 96 97 99 99
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  イ 消防水利 

    消防水利は、火災鎮圧のために消防機械とともに不可欠のもので「消防水利の基準」に適合するも

のを消防水利としている。 

    この消防水利には人口水利（消火栓、防火水槽、プール等）と自然水利（河川、池、沼等）が上げ

られる。表 2－1－4は県内の消防水利の現況である。 

    自然水利は、渇水期、排水期には使用が困難になり、目的を十分に果たせないことが多く、一方、

都市開発に伴う市街地、密集地の数の増加、区域の拡大に伴う水利需要に応じた水利施設の整備を図

る必要がある。 

 

   表２－１－４ 消防水利の状況                  （各年度 4月 1日現在） 

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 24年 25年

16,466 17,626 18,152 18,475 18,754 18,946 18,570 18,295 17,754 18,580

365 381 376 387 393 385 368 363 334 380

16,831 18,007 18,528 18,862 19,147 19,331 18,938 18,658 18,088 18,960

100m3以上 28 28 28 29 29 29 30 28 26 29

40～100m3未満 6,866 7,003 7,074 7,120 7,195 7,282 7,349 7,409 7,423 7,511

20～40m3未満 1,516 1,514 1,505 1,485 1,398 1,386 1,424 1,306 1,305 1,417

100m3以上 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2

40～100m3未満 230 233 231 241 246 249 252 240 245 249

20～40m3未満 81 81 80 76 49 57 59 71 34 31

100m3以上 30 30 31 32 32 32 33 31 28 31

40～100m3未満 7,096 7,236 7,305 7,361 7,441 7,531 7,601 7,649 7,668 7,760

20～40m3未満 1,597 1,595 1,585 1,561 1,447 1,443 1,483 1,377 1,339 1,448

53 53 53 53 53 53 53 44 29 50

17 17 17 12 12 12 12 12 3 7

70 70 70 65 65 65 65 56 32 57

249 239 236 217 210 191 206 175 227 196

124 124 124 124 133 139 140 117 96 91

293 300 283 257 263 294 303 247 254 259

353 327 331 326 326 348 350 169 120 116

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 18 18 15 16 17 17 16 15 15

1,037 1,009 993 940 949 990 1,017 725 713 678

24,994 26,282 26,857 27,195 27,569 27,884 27,589 27,063 27,155 28,934

下水道等

その他

小計

井戸

公設

私設

小計

私設

小計

現有水利

その他

河川・溝等

海・湖

プール

濠・池等

消火栓

防火水槽

公設

私設

小計

公設

 

（注）現有水利には、「消防水利の基準」に適合しているものを計上していること。 

 

２ 消防活動 

  消防活動は、国民の生命、身体及び財産を火災から保護し、火災又は地震等の災害による被害を軽減し、

もって安寧秩序の保持と社会公共の福祉に資することを究極の目的（消防法第 1条より）としているため、

消防活動は非常に多岐にわたっている。 

  平成 24 年中に火災及び風水害等の災害の防除に出動した県内の消防職員・団員の状況を示すのが表 2－

1－5、出動延人員 515,916 人、出動回数は 107,342 回となっている。 

 出動回数を出動別にみると、救急が 44.8％で一番多く、その他（警察への協力、危険排除等）23.4％、

予防査察 8.4％、広報・指導 8.0％、演習訓練 5.3％、特別警戒 4.4％、警防調査 2.4％の順となっている。 
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  表２－１－５ 消防職員及び消防団員の出動状況 

（単位：回・人）（24. 1. 1～24.12.31） 

区分
種別

回数 627 552 1,179 1.1
延人数 7,117 20,582 27,699 5.4
回数 48,066 0 48,066 44.8
延人数 144,571 0 144,571 28.0
回数 694 4 698 0.7
延人数 5,850 55 5,905 1.1
回数 265 168 433 0.4
延人数 1,430 13,434 14,864 2.9
回数 2,622 3,022 5,644 5.3
延人数 11,111 99,749 110,860 21.5
回数 6,406 2,191 8,597 8.0
延人数 18,398 21,716 40,114 7.8
回数 2,372 256 2,628 2.4
延人数 6,834 10,260 17,094 3.3
回数 451 0 451 0.4
延人数 2,261 0 2,261 0.4
回数 2,540 2,147 4,687 4.4
延人数 5,981 43,089 49,070 9.5
回数 58 51 109 0.1
延人数 349 1,340 1,689 0.3
回数 9,051 11 9,062 8.4
延人数 19,950 3,101 23,051 4.5
回数 662 4 666 0.6
延人数 2,708 77 2,785 0.5
回数 23,477 1,645 25,122 23.4
延人数 54,922 21,031 75,953 14.7
回数 97,291 10,051 107,342 100.0
延人数 281,482 234,434 515,916 100.0

演習訓練

広報・指導

警防調査

火災調査

火    災

救　　急

救　　助

風水害等の災害

その他

計

構成比（％）

捜　　索

予防査察

誤報等

特別警戒

消防職員 消防団員 計

 

 

表２－１－６ 消防職員及び消防団員の公務による死傷者数   （単位：人）（24. 1. 1～24.12.31） 

区分
種別

死者 0.0
負傷者 2 1 3 14.3
死者 0.0
負傷者 0.0
死者 0.0
負傷者 0.0
死者 1 1 100.0
負傷者 6 7 13 61.9
死者 0.0
負傷者 0.0
死者 0.0
負傷者 0.0
死者 0.0
負傷者 3 2 5 23.8
死者 1 0 1 100.0
負傷者 11 10 21 100.0

消防職員 消防団員 計 構成比（％）

特別警戒

捜    索

その他

計

火    災

救急救助業務

風水害等の災害

演習訓練
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３ 消防財政 

  消防の任務は、災害の複雑・多様化、大規模化に伴い質的に高く、量的に増大していることから、国、

県及び市町村の三者が一体となって強力に財政措置の充実を図り、消防施設、人員を確保し、その装備

も近代化していく必要がある。 

   普通会計決算額に占める消防費の割合を平成 15 年度以降について見ると表 2－1－7のとおりである。 

表２－１－７ 普通会計に占める消防費の割合         （単位：千円） 

区分 

年度 
普通会計決算額(A) 消防費決算額(B) 割合(B)/(A)×100 

平成 15 年度 618,304,545 23,695,989 3.8 

平成 16 年度 567,502,442 23,047,196 4.1 

平成 17 年度 586,774,609 22,935,753 3.9 

平成 18 年度 571,710,148 23,332,255 4.1 

平成 19 年度 574,124,119 24,234,502 4.2 

平成 20 年度 561,710,766 23,605,079 4.2 

平成 21 年度 608,791,035 24,209,152 4.0 

平成 22 年度 618,530,968 23,290,040 3.8 

平成 23 年度 802,228,978 29,575,939 3.7 

平成 24 年度 1,157,532,116 28,588,685 2.5 

 

  平成 24 年度の市町村の普通会計に占める消防費は、普通会計決算額 1,157,532,116 千円に対し、消防費

は決算額 28,588,685 千円、その割合は 2.5％である。これを前年度と比較すると、普通会計決算額で

355,303,138 千円の増、消防費は 987,254 千円の減となっている。 

  市町村における平成 24 年度消防費の住民一人当たりの平均額は 21,754 円となっている。 

４ 消防団員の処遇 

  消防団員の処遇としては、消防責務の重要性を考慮し、報酬・出動手当、公務災害補償、退職報償金の

支給などが行われている。 

 (1) 報酬・出動手当 

  報酬等の支給については、市町村の条例により定められており、平成 26 年 4 月 1日現在における各市

町村の報酬等の額は、資料 2-1-8 階級別非常勤消防団員の報酬年額等のとおりである。 

 (2) 公務災害補償制度 

   昭和 26 年に消防組織法が改正され、消防団員が公務により災害を受けた場合は、市町村が補償するこ

ととなった。また、昭和 31 年に非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令が公布され、公

務災害補償の統一基準が定められた。更に、同年消防団員等公務災害補償等共済基金法が制定され、損

害補償に関する市町村の支払責任共済制度として基金が設立された。 

   この適用を受けるものは、消防団員ばかりでなく、消防法第 36 条の 3の規定により消防作業に従事し

た者、または救急業務に協力した者等、水防法第 6条の 2の規定による非常勤の水防団員及び同法第 34

条の規定による水防に従事した者、並びに災害対策基本法第 84 条第 1 項の規定による応急措置の業務

に従事した一般の住民で、損害を受けた者も適用を受けることができる。 

 (3) 退職報償制度 

  ア 退職報償金制度 
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    消防団員が永年にわたり勤続し、退団した場合、その労苦に報いるために、昭和 39 年に消防組織法

の改正と同時に、消防団員等公務災害補償等共済基金法、同法施行令が改正され、消防団員に対する

退職報償金制度が確立された。退職報償金は、消防団員として 5年以上勤続し退職した場合（死亡し

た場合は遺族）に市町村がその者に対して支給するもので、その基準は表 2－1－8によるものである。 

表２－１－８ 退職報償金支給額表                      （単位：千円） 

勤続年数 

階級 

5 年以上 

10 年未満 

10 年以上

15 年未満

15 年以上

20 年未満

20 年以上

25 年未満

25 年以上 

30 年未満 
30 年以上

団 長 189 294 409 544 729 929 

副 団 長 179 279 379 484 659 859 

分 団 長 169 268 363 463 609 799 

副 分 団 長 164 253 338 428 574 759 

部長及び班長 154 233 308 388 514 684 

団 員 144 214 284 359 469 639 

  イ 消防庁長官の退職報償 

    消防庁においては、消防の活動あるいは勤務の特殊性を考慮し、その労に報いるため昭和 36 年に消

防団員退職報償規程を制定し、団員として 15 年以上勤続し退職した場合は、下記の区分により消防

庁長官から記念品（銀杯）と賞状が贈られる。 

    1 号報償…25 年以上勤務して退職した場合 

    2 号報償…15 年以上 25 年未満勤続して退職した場合 

 (4) 岩手県市町村総合事務組合 

   消防団員が職務遂行中において損害を受けた場合の公務災害補償制度については、さきに述べたとお

りであるが、この制度の適確な運用と実施を図るため、地方自治法施行令第 211 条第 2項の規定に基づ

き、共同処理する岩手県市町村総合事務組合を設立した。 

  ア 組合の名称 

    岩手県市町村総合事務組合 

  イ 組合の所在地 

    盛岡市山王町 4－1 

    岩手県自治会館内 

  ウ 加入市町村 

    14 市 15 町 4 村  計 33 市町村 

  エ 組合事務の内容 

   (ア) 消防団員等の公務災害による補償に関する事務 

   (イ) 消防団員の退職にかかる退職報償に関する事務 

   (ウ) 消防賞じゅつ金に関する事務 

   (エ) 消防団員等公務災害補償等共済基金レクリエーション事業実施に関する事務 

   (オ) 組合に関する一切の事務 
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第２節  予 防 行 政 

 

１ 火災予防運動 

  近年、建築物の密集、高層化並びに生活様式の変化などに伴い、火災等の災害の要因が複雑多様化して

きています。 

このような状況において、火災等の災害を未然に防止するためには、県民の一人一人が日頃から防災の重要性を

自覚し、自主的な防災活動を積極的に実践することが何よりも大切です。 

   このような観点から、火災予防運動の実施項目を中心に、県民に対する防火意識の普及宣伝に努めてい

ます。 

 

 (1) 秋季火災予防運動 （平成２５年１１月９日～平成２５年１１月１５日） 

  【重点目標】 

   ・住宅防火対策の推進 

   ・放火火災・連続放火火災防止対策の推進 

   ・特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

   ・製品火災の発生防止に向けた取組の推進 

   ・多数の顧客等が参加する行事に対する火災予防指導等の徹底 

 

 (2) 春季火災予防運動 （平成２６年３月 1 日～平成２６年３月７日） 

  【重点目標】 

   ・住宅防火対策の推進 

・放火火災・連続放火火災防止対策の推進 

・特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

・製品火災の発生防止に向けた取組みの推進 

・多数の顧客等が参加する行事に対する火災予防指導等の徹底 

・林野火災予防対策の推進 

 

２ 防火対象物の防火安全 

 (1) 防火対象物の実態と立入検査の実施状況 

   平成 25 年 3 月 31 日現在における県内の防火対象物数（消防法施行令別表第１（1）項から（16 の 2）

項に掲げるもの（延べ面積が 150 ㎡以上のもの。）及び（17）項及び（18）項に掲げるもの。）は、50,750

件となっています。（表２－２－１） 

   また、消防法第４条に基づき、県内の各消防本部が防火対象物の立入検査を行った件数は、18,449 件

となっており、この立入検査の実施状況をみると、(2)項ハ（風俗営業店舗等）、(5)項イ（ホテル・旅

館等）、（6）項ロ（社会福祉施設）、（9）項イ（特殊浴場）の実施率が高い実施率となっており、不特定

多数の者が出入りする防火対象物に対して重点的な立入査察が行われています。 

 

 (2) 消防用設備等の設置状況 

  平成25年3月31日現在における県内の主な消防用設備等の設置状況は、表２－２－２のとおりです。 
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 表2-2-1         防火対象物数及び立入検査の実施状況   （平成25年3月31日現在）

防火対象物の区分 防火対象物数（件） 立入検査数（件） 実施率 

1 イ 劇場等 96 70 73.0%

 ロ 公会堂等 1,347 764 57.0%

2 イ キャバレー等 4 1 25.0%

 ロ 遊技場等 127 92 73.0%

 ハ 風俗営業店舗等 1 1 100.0%

 ニ 個室型店舗等 22 15 69.0%

3 イ 料理店等 40 18 45.0%

 ロ 飲食店 926 473 52.0%

4  百貨店等 1,910 1,264 67.0%

5 イ 旅館等 838 963 115.0%

 ロ 共同住宅等 11,854 2,310 20.0%

6 イ 病院等 822 371 46.0%

 ロ 社会福祉施設A 591 697 118.0%

 ハ 社会福祉施設B 984 697 71.0%

 ニ 幼稚園等 208 99 48.0%

7  学校 1,859 765 42.0%

8  図書館等 173 78 46.0%

9 イ 特殊浴場 14 11 79.0%

 ロ 一般浴場 55 18 33.0%

10  停車場 57 43 76.0%

11  神社・寺院等 630 291 47.0%

12 イ 工場等 5,944 1,841 31.0%

 ロ テレビスタジオ等 7 1 15.0%

13 イ 駐車場等 643 257 40.0%

 ロ 航空機格納庫 4 7 175.0%

14  倉庫 4,775 1,615 34.0%

15  事務所等 11,138 3,753 34.0%

16 イ 複合用途（特定） 3,445 1,391 41.0%

 ロ 複合用途（一般） 2,131 487 23.0%

１６の２ 地下街 1 0 100.0%

１６の３ 準地下街 0 0 0.0%

17  文化財 86 53 62.0%

18  アーケード 18 2 12.0%

計   50,750 18,449 36.4%



17 

 

対 象 物
数 （件 ）

適 合 数
 （件 ）

適 合 率
（％ ）

対 象 物
数 （件 ）

適 合 数
 （件 ）

適 合 率
（％ ）

対 象 物
数 （件 ）

適 合 数
 （件 ）

適 合 率
（％ ）

対 象 物
数 （件 ）

適 合 数
 （件 ）

適 合 率
（％ ）

対 象 物
数 （件 ）

適 合 数
 （件 ）

適 合 率
（％ ）

イ 劇 場 等 83 74 89 .2 41 37 90 .2 15 13 86 .7 75 6 8 .0 89 74 83 .1

ロ 公 会 堂 等 561 504 89 .8 114 102 89 .5 23 23 100 .0 310 21 6 .8 1 ,229 553 45 .0

イ キ ャ バ レ ー 等 2 2 100 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 3 1 33 .3 2 2 100 .0

ロ 遊 技 場 等 118 117 99 .2 31 31 100 .0 3 2 66 .7 103 14 13 .6 76 76 100 .0

ハ 風 俗 営 業 店 舗 等 1 1 100 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 1 0 0 .0 0 0 0 .0

ニ 個 室 型 店 舗 等 21 20 95 .2 1 0 0 .0 0 0 0 .0 18 0 0 .0 7 7 100 .0

イ 料 理 店 等 32 31 96 .9 11 9 81 .8 0 0 0 .0 9 0 0 .0 7 7 100 .0

ロ 飲 食 店 443 425 95 .9 20 14 70 .0 0 0 0 .0 55 3 5 .5 329 311 94 .5

4 百 貨 店 等 1,140 1 ,113 97 .6 212 187 88 .2 52 51 98 .1 717 15 2 .1 520 499 96 .0

イ 旅 館 等 654 647 98 .9 187 180 96 .3 28 28 100 .0 383 233 60 .8 229 223 97 .4

ロ 共 同 住 宅 等 1,915 1 ,148 59 .9 360 162 45 .0 49 13 26 .5 846 69 8 .2 463 220 47 .5

イ 病 院 等 530 528 99 .6 93 88 94 .6 66 65 98 .5 329 160 48 .6 176 173 98 .3

ロ 社 会 福 祉 施 設 A 605 602 99 .5 112 112 100 .0 478 467 97 .7 558 535 95 .9 115 115 100 .0

ハ 社 会 福 祉 施 設 B 653 649 99 .4 73 72 98 .6 13 12 92 .3 303 216 71 .3 114 106 93 .0

ニ 幼 稚 園 等 187 182 97 .3 52 51 98 .1 0 0 0 .0 122 21 17 .2 43 39 90 .7

7 学 校 1,431 1 ,421 99 .3 1 ,053 1 ,027 97 .5 3 3 100 .0 945 71 7 .5 404 383 94 .8

8 図 書 館 等 94 92 97 .9 36 34 94 .4 1 1 100 .0 83 3 3 .6 47 45 95 .7

イ 特 殊 浴 場 15 15 100 .0 15 13 86 .7 1 1 100 .0 10 2 20 .0 6 6 100 .0

ロ 一 般 浴 場 21 21 100 .0 11 10 90 .9 0 0 0 .0 5 2 40 .0 26 26 100 .0

10 停 車 場 26 25 96 .2 6 6 100 .0 0 0 0 .0 9 0 0 .0 2 2 100 .0

11 神 社 ・寺 院 等 95 92 96 .8 45 38 84 .4 1 1 100 .0 74 8 10 .8 346 319 92 .2

イ 工 場 等 2,697 2 ,416 89 .6 823 635 77 .2 0 0 0 .0 2 ,589 64 2 .5 76 72 94 .7

ロ テ レ ビ ス タジ オ 等 5 5 100 .0 4 4 100 .0 0 0 0 .0 18 1 5 .6 0 0 0 .0

イ 駐 車 場 等 159 144 90 .6 1 1 100 .0 0 0 0 .0 50 6 12 .0 2 2 100 .0

ロ 航 空 機 格 納 庫 7 7 100 .0 3 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0

14 倉 庫 1,492 1 ,353 90 .7 389 227 58 .4 3 3 100 .0 581 15 2 .6 6 6 100 .0

15 事 務 所 等 2,456 1 ,249 50 .9 1 ,428 383 26 .8 15 15 100 .0 1 ,061 71 6 .7 963 915 95 .0

イ 複 合 用 途 （特 定 ） 2,271 1 ,705 75 .1 249 234 94 .0 120 120 100 .0 602 129 21 .4 716 651 90 .9

ロ 複 合 用 途 （一 般 ） 319 287 90 .0 63 45 71 .4 2 2 100 .0 134 4 3 .0 160 154 96 .3

地 下 街 1 1 100 .0 1 1 100 .0 1 1 100 .0 1 0 0 .0 1 1 100 .0

準 地 下 街 0 0 0.0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0

17 文 化 財 80 60 75 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 8 2 25 .0 2 2 100 .0

18 ア ー ケ ー ド 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0

18 ,114 14 ,936 82 .5 5 ,434 3 ,703 68 .1 874 821 93 .9 10 ,002 1 ,672 16 .7 6 ,156 4 ,989 81 .0

非 　常 　警 　報 　設 　備

1

2

3

5

　　　　　表2-2-2　　主　な　消　防　用　設　備　等　の　設　置　状　況  　   （平成２５年３月３１日現在）

防 火 対 象 物 の 区 分
自 動 火 災 報 知 設 備 屋 内 消 火 栓 設 備 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

消 防 機 関 に 通 報
す る 火 災 報 知 設 備

16

１６の ２

１６の ３

計

6

9

12

13
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(3) 防火管理者制度 

   学校、病院、工場、百貨店、地下街等の多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で、

一定の資格を有する者の中から防火管理者を選任し、消防計画の作成、その消防計画に基づく消火、

通報及び避難訓練の実施など、防火管理上必要な業務を実施させなければならない防火対象物の状況

等は、次の表のとおりです。 

 

  表２－２－３ 防火管理者選任等状況             （平成 25 年 3 月 31 日現在） 

区  分 

選任義務防火 

対 象 物 数 

    (A) 

選任している

防火対象物数

(B) 

選任率（％）

 

(B)／(A) 

消防計画作成 

済防火対象物数 

    (C) 

作成率（％）

 

(C)／(A) 

甲種防火

管理者 
 9,374  8,371 89.3  7,458 79.6 

乙種防火

管理者 
 2,626  2,190 83.4  2,100 80.0 

計 12,000 10,561 88.0 9,558 79.7 

 

 

    また、防火対象物の規模に応じた甲種及び乙種防火管理者の資格取得講習等について、県内各消防

本部が実施した状況は、次の表のとおりです。    

 

表２－２－４ 防火管理者資格取得講習          （平成 25 年 3 月 31 日現在） 

区        分 回    数 修 了 者 数 

甲種防火管理講習 
新規講習 ４ 488 人 

 再講習 ７ 217 人 

乙種防火管理講習 １ １０人 

計 １２ 715 人 

※ 甲種防火管理講習の欄中、再講習は、甲種防火管理者が資格取得講習を修了してから５年以内に 

受講することが義務付けられている講習 
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(4) 防火対象物定期点検報告制度 

    収容人員が 300 人以上で不特定多数の者が利用する防火対象物等は、その管理について権原を有する者

が防火対象物点検資格者による点検を行なわせ、その結果を消防機関に報告することが義務付けられてお

り、県内の防火対象物定期点検制度が該当する防火対象物数については、第１号該当（収容人員が 300 人

以上の防火対象物）が 1,381 件、第２号該当（３階以上の建築物で、階段が 2 以上設けられていない防火

対象物）が 233 件となっています。 

 

 表２－２－５   防火対象物定期点検報告等の状況        （平成 25 年 3 月 31 日現在） 

防火対象物の区分 

点検を要する防火対象物 

第１号該当 第２号該当 

対 象 

物 数 

報 告

済 数

特例認定

済件数 

対 象

物 数

報 告 

済 数 

特例認定

済件数 

１ 
イ 劇場等 58 19 26 0 0 0

ロ 公会堂等 448 140 223 0 0 0

２ 

イ キャバレー等 0 0 0 0 0 0

ロ 遊技場等 65 26 20 0 0 0

ハ 風俗営業店舗等 0 0 0 0 0 0

ニ 個室型店舗等 
3 2 1 0 0 0

３ 
イ 料理店等 2 0 0 0 0 0

ロ 飲食店 11 5 0 57 2 0

４ 百貨店等 249 102 91 22 6 6

５ イ 旅館等 79 14 44 38 18 9

６ 

イ 病院等 53 8 30 20 7 2

ロ 社会福祉施設 A 2 0 2 2 2 0

ハ 社会福祉施設 B 4 0 3 2 2 0

ニ 幼稚園等 5 1 3 2 2 1

９ イ 特殊浴場 3 1 2 1 1 0

16 イ 複合用途（特定） 399 120 188 89 8 6

合   計 1,381 438 633 233 48 24
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３ 消防設備士制度 

消防用設備等の工事又は整備を行うことができる消防設備士の試験は、昭和 60 年度から岩手県知事の

委任を受けた 一般財団法人 消防試験研究センター が実施しており、平成 25 年度は、882 人が受験して

296 人が合格し、平成 26 年 3 月末までに累計 12,119 件の消防設備士免状を交付しています。 

 

 

表２－２－６   消防設備士試験の受験者と免状交付の状況  （平成 26 年 3 月 31 日現在） 

 

 

 

また、消防設備士免状の交付を受けている者に義務付けられている消防設備士講習は、岩手県から委

託を受けた 一般財団法人 岩手県防災保安協会 が平成 4 年度から実施しており、平成 25 年度の終了

者は 539 人となっています。 

 

表２－２－７   消防設備士講習の修了者の状況      （平成 26 年 3 月 31 日現在） 

  種別 

 

年度 

 

消火設備 

 

警報設備 

 

避難設備・消火器 

 

計 

25 112 235 192 539 

 

 

 

区 分 

平 成 25 年 度 免状交付数累計 

甲     種 乙     種 

甲 種 乙 種受験者 

数（人） 

合格者 

数(人) 

免 状 

交付数 

受験者

数（人）

合格者

数（人）

免 状 

交付数 

特 類  16  5  6 ―  ―  ―    18 ―  

第 1 類  131 33 22  30   6   5 1,171   466 

第 2 類  15  4  3  10   5   2   158    68 

第 3 類  19  3  3   6   0   0   167    77 

第 4 類 148    47 52 131  49  40 2,844   876 

第 5 類  54 14 11  12   8   3   269   244 

第 6 類 ― ― ― 226  64  59 ― 3,246 

第 7 類 ― ― ―  84  58  48 ― 2,515 

計 383 106 97 499 190 157 4,627 7,492 

合 計 12,119 件 
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４ 民間防火組織の育成 

  本県の火災発生の原因は、たき火、たばこの不始末、こんろ、ストーブ等の燃焼器具等の取扱いの不注意

による失火が大半を占めており、住民が常に火に対する警戒を怠らなければ大幅に減少できるものである。 

  したがって、日常火を取り扱う機会が多い主婦に対して防火意識の高揚を図り失火による火災を防止する

とともに、婦人消防協力隊、婦人防火クラブ、幼年消防クラブ及び少年消防クラブの組織の拡大を図った。 

 昭和 46 年に「岩手県婦人消防連絡協議会」が結成され、さらに、昭和 55 年に県及び各消防本部単位に「幼

少年婦人防火委員会」を設置し、民間防火組織の拡大と強化を図っている。 

  

(1) 幼・少年消防クラブ 

   幼・少年消防クラブに対しては、火災予防の知識を身につけさせることによって、火災を出さない意識

の高揚と子供の火遊びの抑制を目的として育成指導を行っている。 

  

(2) 婦人消防協力隊・婦人防火クラブ 

   家庭において火を一番多く使用する機会の多い主婦は、家庭の防火責任者として、十分な知識と初期消

火技術等を取得する必要がある。こうしたことから幅広く婦人消防協力隊員等の組織の拡大強化に努めて

いる。 

表２－２－８  民間防火組織の現状                （平成 25 年 4 月 1 日現在） 

区分 

消防本部 

幼年消防クラブ 少年消防クラブ 婦人消防クラブ 

組織数 員数 組織数 員数 組織数 員数 

盛 岡 地 区 61 3,430 56 3,997 107 14,918 

宮 古 地 区 11 647 9 163 46 5,993 

一 関 市 34 1,309 21 394 9 1,713 

釜石大槌地区 8 317 0 0 17 316 

奥州金ケ崎 0 0 0 0 53 9,329 

久慈広域連

合 
33 1,200 10 128 27 1,262 

花 巻 市 38 2,534 9 318 17 6,886 

北 上 地 区 11 850 5 124 68 8,439 

大船渡地区 17 1,272 17 1,163 12 14,488 

遠 野 市 15 406 19 1,165 1 396 

陸前高田市 9 116 2 76 4 1,435 

二 戸 地 区 10 288 6 141 54 1,290 

県   計 247 12,367 154 7,669 415 66,465 

(3) 自主防災組織 

平成 25 年 4 月 1日現在における自主防災組織は、組織率 82.8％（速報値）、2,115 組織、隊員数 661,272

人、組織内世帯数 428,068 世帯となっている。県では市町村と連携しながら、地域防災力の向上を図るため

地域防災力強化推進員の設置、自主防災組織連絡会議開催、岩手県地域防災サポーター制度創設等を実施す

るなど自主防災組織の結成、活動の活性化を目指した活動への支援を行っている。 
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第３節  危 険 物 行 政 

 

１ 危険物規制の概要 

危険物は、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）による分類で、発火性・引火性を有する液体・固体について、第１

類から第６類に分類・指定されている。 

一定数量以上の危険物の貯蔵・取扱を行う場合は、危険物施設（製造所・貯蔵所・取扱所）として位置・

構造・設備を一定基準に適合させ、使用前の完成検査が必要となる。 

危険物施設における危険物の取扱は、甲種又は乙種危険物取扱者の立会が義務付けられており、危険物

の貯蔵・取扱・運搬もそれぞれ技術基準が定められている。 

 

２ 危険物施設（製造所・貯蔵所・取扱所）の現況 

平成 25 年 3 月 31 日現在の県内危険物施設は、6,636 箇所で、前年（6,683 箇所）に比較して、47 箇所

の減少となった。 

平成 25 年中の危険物施設における事故は 13 件発生し、前年（12 件）より 1件の増加となった。 

表２－３－１は消防本部別の危険物施設数を、表２－３－２は危険物施設における事故発生件数の年別

状況を、それぞれ表したものである。 

 

３ 危険物取扱者の状況 

危険物取扱者試験は、消防法の一部改正（昭和 58 年 12 月）により、昭和 60 年度から岩手県知事の委

任を受けた「一般財団法人消防試験研究センター岩手県支部」が実施している。平成 25 年度は、6 月か

ら翌 26 年 3 月までの間、計 12 回の試験を実施した。受験者数は 6,481 名で合格者数 2,389 名、合格率

36.9％であった。 

(1) 危険物取扱者免状の交付状況 

表２－３－３は、平成 25 年度の危険物取扱者免状の交付状況を表したものであり、免状交付者は平

成 25 年度までに 138,230 人に達している。 

(2) 危険物取扱者保安講習の受講状況 

製造所・貯蔵所・取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事が行

う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない（消防法第 13 条の 23）とされている。

平成 25 年度にこの保安講習を受講した危険物取扱者は表２－３－４のとおりである。 

 

４ 自主保安の確立のための普及啓発 

危険物を取扱う各事業所における自主保安体制の確立が重要であることから、保安に対する事業者意識

の高揚と啓発を図るため、危険物安全週間（平成 25 年６月２日～８日）において岩手県危険物安全協会

連合会との共催により「第 21 回岩手県危険物安全推進大会」を開催し、セミナー、安全宣言の採択など

を行ったほか、ポスターの掲示による広報も実施した。 
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表２－３－１ 危険物規制対象施設数（完成検査済証交付交付施設）                           （単位：件）（25.3.31 現在） 

総　数 製造所 事　業

〔〈1〉
＋〈２〉
＋３〉〕

〈１〉 小　計
屋　内貯

蔵所

屋　外
タンク
貯蔵所

屋　内
タンク
貯蔵所

地　下
タンク
貯蔵所

簡　易
タンク
貯蔵所

移　動
タンク
貯蔵所

屋　外
貯蔵所

小　計
給　油
取扱所

第一種販
売　取扱

所

第二種販
売取扱所

移　送
取扱所

一　般
取扱所

所　数

盛 岡 地 区 1,943 1 1,451 108 105 62 745 3 407 21 491 256 2 2 0 231 1,131

宮 古 地 区 451 0 301 36 36 4 111 0 102 12 150 78 1 0 0 71 218

一 関 市 748 1 520 66 72 8 202 0 149 23 227 102 2 0 0 123 380

釜石大槌地区 287 0 215 20 24 2 80 0 88 1 72 32 0 0 1 39 105

奥 州 金 ケ 崎 716 1 497 58 65 7 216 1 141 9 218 107 0 0 0 111 447

久慈広域連合 346 0 218 9 26 4 94 0 80 5 128 64 0 0 1 63 207

花 巻 市 504 0 376 36 39 13 168 0 119 1 128 60 2 0 0 66 296

北 上 地 区 671 2 483 71 130 5 158 1 112 6 186 78 0 1 0 107 318

大 船 渡 地 区 341 1 241 16 44 2 71 0 98 10 99 45 0 0 1 53 136

遠 野 市 204 2 149 13 10 3 71 0 48 4 53 30 0 0 0 23 120

陸 前 高 田 市 49 0 32 0 3 1 11 0 17 0 17 8 0 0 0 9 33

二 戸 地 区 376 0 253 10 24 3 120 0 92 4 123 71 0 0 0 52 150

合　　　　計 6,636 8 4,736 443 578 114 2,047 5 1,453 96 1,892 931 7 3 3 948 3,541

　　施設区分

消防本部

貯　　　　　　　　蔵　　　　　　　　所　　　　　〈2〉 取　　　　　扱　　　　　所　　　　　〈3〉　
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表２－３－２ 危険物施設事故発生状況 

                                      （単位：件数） 

 

 

表２－３－３ 危険物取扱者免状交付等状況 

                                      （単位：件数） 

免状の区分 

交付等の別 

甲 

種 

乙           種 
丙 

種 
計 第１類 第 ２

類 

第 ３

類 

第４類 第５類 第６類 

平成25年度交付 56 117 87 128 1,029 116 114   650 2,297

書 

 

換 

 

え 

写真以外  20

写  真 1,959

 う ち

写 真

＋ 写

真 以

外 

105

再 交 付 26

4 

 

表２－３－４ 危険物取扱者保安講習受講状況 

25 年度実績 

受講者数 

免     状     の     種     類 

計 甲 種 
乙          種 

丙 種
第１類 第２類 第３類 第４類 第５類 第６類 

2,324 人 3,250 53 66 52 65 1,987 70 82 875

（注）免状の種類別受講者数は、延数である。 

 

 製 造 所 貯 蔵 所 取 扱 所 計 

平成 16 年 0 2 3 5 

平成 17 年 0 6 3 9 

平成 18 年 0 1 6 7 

平成 19 年 0 1 2 3 

平成 20 年 1 8 3 12 

平成 21 年 0 4 5 9 

平成 22 年 0 3 5 8 

平成 23 年 0 1 0 1 

平成 24 年 0 4 8 12 

平成 25 年 0 3 10 13 
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第４節 救急・救助体制 

 

１ 救急・救助業務実施体制の現況 （平成 25 年 4 月 1 日現在） 

県内 12 消防本部における救急隊は 83 隊、1,232 隊員であり、救急自動車を 99 台保有している。また、救助隊は

16 隊、311 隊員であり、救助工作車を 15 台保有している。 

 

  表２－４－１ 救急隊、救助隊等の状況 

救 急 

隊 数 

救 急 隊 員 数 救 急

自 動 車 数
救 助 隊 数

救 助 隊 員 数 救 助

工 作 車専 任 兼 任 計 専 任 兼 任 計 

83 259 973 1,232 99 16 55 256 311 15 

 

２ 救急業務の実施状況 

 (1) 救急出場件数及び搬送人員 

平成24年中における県内の救急業務の実施状況をみると、救急出場県内48,067件、搬送人員が45,184

人で、出場件数・搬送人員ともに 3.4％減少した。これは 1 日平均 132 件（前年 136 件）で約 9 分（前

年 10 分）に 1 件の割合で救急隊が出場し、県民約 27.5 人に 1人が救急隊によって搬送されたことにな

る。平成 16 年以降の救急出場件数及び搬送人員の推移をみると表２－４－２のとおりである。 

 

  表２－４－２ 救急出場件数及び搬送人員 

区分 

 

年 

救急出場 搬送人員 (A)のうち交通事故 (A)のうち急病 

件数（A） 
対前年 

増加率 
人員 

対前年 

増加率 
件数(B) 

(B) ／ (A)

×100 
件数（C） 

(C)／（A）

×100 

平成 16年 40,701 5.8 39,288 5.5 4,631 11.4 24,388 59.9

平成 17年 43,127 6.0 41,438 5.5 4,247 9.8 26,420 61.3

平成 18年 42,974 △ 0.4 41,215 △ 0.5 4,071 9.4 26,450 61.5

平成 19年 43,414 1.0 41,143 △ 0.2 4,206 9.7 26,974 62.1

平成 20年 42,168 △ 2.9 39,670 △ 3.6 3,579 8.5 26,479 62.8

平成 21年 41,751 △ 1.0 39,133 △ 1.4 3,548 8.5 26,321 63.0

平成 22年 45,312 8.5 42,085 7.5 3,645 8.0 28,947 63.9

平成 23年 49,783 9.9 46,763 11.1 3,685 7.4 31,717 63.7

平成 24年 48,067 △3.4 45,184 △3.4 3,680 7.7 31,075 64.6

 

 (2) 医療機関別搬送状況 

平成 24 年中の搬送人員 45,184 人の 99.9％にあたる 45,140 人が医療機関に搬送されており、その状

況は表２－４－３のとおりである。 

開設主体別搬送状況は、国立病院 0.6％、公立病院 69.1％、公的病院 13.2％、私的病院 15.1％、私

的診療所 2.0％となっており、17.1％が私的病院及び私的診療所に搬送されている。 

医療機関に搬送された者の 89.2％（40,317 人）が救急告示病院に搬送されており、その搬送割合を

みると、 も高いのは公立病院の 68.3％（30,843 人）で も低いのは国立病院の 0.1％（39 人）とな
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っている。 

また、非告示病院への搬送状況をみると、 も割合の高いのは公的病院 44.3％（2,138 人）で も低

いのは国立病院 5.1％（244 人）となっている。 

なお、傷病者の 10.8％が消防本部の管外への搬送となっており、 も高いのが国立病院 21.6％とな

っている。 

 

  表２－４－３ 医療機関別搬送状況                        （単位：人） 

開設者 

 

救急告示の例 

国 立 公 立 公 的

私  的 

計 
そ の 他 

の 場 所 
合 計

病 院 診 療 所

救 急 告 示 
39 

（31） 

30,843

(3,742)

3,798

(467)

5,582

(423)

55

 (0)

40,317 

(4,663) 
 

非 告 示 
244 

（30） 

346

(42)

2,138

(17)

1,245

(103)

850

(23)

4,823 

(215) 
 

計 
283 

（61） 

31,189

(3,784)

5,936

(484)

6,827

(526)

905

(23)

45,140 

(4,878) 

44 

(10) 

45,184

(4,888)

 （ ）書は、管外への搬送人数である。 

 

 (3) 傷病程度別搬送状況 

平成 24 年中の搬送人員 45,184 人について、事故種別ごとの傷病程度について示したのが表２－４

－４であり、全体の 43.4％にあたる 19,610 人が入院加療を要しない軽症となっている。 

 

  表２－４－４ 傷病程度別搬送状況 

傷害程度別 

事故種別 
死 亡 重 症 中等症 軽 症 その他 計 

急 病 
1,098 人 

（3.8） 

3,752 人

(13.0)

11,181 人

(38.7)

12,854 人

(44.4)

17 人 

(0.1) 

28,902 人

(100.0)

交 通 事 故 
53 人 

（1.4） 

254 人

(6.6)

726 人

(18.9)

2,794 人

(72.9)

8 人 

(0.2) 

3,835 人

(100.0)

一 般 負 傷 
109 人 

（2.0） 

731 人

(13.7)

1,775 人

(33.3)

2,713 人

(50.9)

4 人 

(0.1) 

5,332 人

(100.0)

そ の 他 
109 人 

（1.5） 

1,929 人

(27.1)

3,796 人

(53.4)

1,249 人

(17.5)

32 人 

(0.5) 

7,115 人

(100.0)

計 
1,369 人 

(3.0) 

6,666 人

(14.8)

17,478 人

(38.7)

19,610 人

(43.4)

61 人 

(0.1) 

45,184 人

(100.0)

 （ ）書は、構成比で単位は％である。 

 

 (4) 転送回数別搬送状況 

平成 24 年中の搬送人員 45,184 人の 99.5％が転送されずに医療機関等に収容されており、その状況

は表２－４－５のとおりである。 
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また、救急隊が覚知してから医療機関等に収容するまでに要した時間別の搬送人員の状況は、表２

－４－６のとおりである。平均所要時間は 41.4 分となっており、全体の 30.1％にあたる 13,597 人が

30 分未満で収容されている。 

 

  表２－４－５ 転送回数別搬送状況 

転送回数 

 

事故種別 

0 回 

転 送 
合計 

イ 

転送率 

ア／イ 

×100 
1 回 2 回 

3 回 

以上 

小計 

ア 

急 病 28,770 人 130 人 2 人 0 人
132 人

（64.4）

28,902 人 

(64.0) 
0.5％

交 通 事 故 3,824 人 11 人 0 人 0 人
11 人

（5.4）

3,835 人 

(8.5) 
0.3％

一 般 負 傷 5,301 人 31 人 0 人 0 人
31 人

（15.1）

5,332 人 

(11.8) 
0.6％

そ の 他 7,084 人 31 人 0 人 0 人
31 人

（15.1）

7,115 人 

(15.7) 
0.4％

計 44,979 人 203 人 2 人 0 人
205 人

（100.0）

45,184 人 

(100.0) 
0.5％

 （ ）書は、構成比で単位は％である。 

 

  表２－４－６ 覚知から医療機関等に収容するまでに要した時間別搬送人員 

所要時間別 

 

事故種別 

10 分未満
10 分以上 

20 分未満 

20 分以上 

30 分未満 

30 分以上 

60 分未満 

60 分以上 

120 分未満 
120 分以上 計 

収容平均

所要時間

急 病 
21 人

（0.1）

1,226 人 

(4.2) 

7,346 人

(25.4)

17,254 人

(59.7)

2,980 人

(10.3)

75 人

(0.3)

28,902 人 

(100.0) 
39.4

交 通 事 故 
1 人

（0.0）

177 人 

(4.6) 

846 人

(22.1)

2,199 人

(57.3)

591 人

(15.4)

21 人

(0.6)

3,835 人 

(100.0) 
43.0

一 般 負 傷 
4 人

（0.1）

191 人 

(3.6) 

1,275 人

(23.9)

3,210 人

(60.2)

632 人

(11.8)

20 人

(0.4)

5,332 人 

(100.0) 
40.9

そ の 他 
4 人

（0.1）

608 人 

(8.5) 

1,928 人

(27.1)

3,140 人

(44.1)

1,173 人

(16.5)

262 人

(3.7)

7,115 人 

(100.0) 
50.1

計 
30 人

(0.1)

2,202 人 

(4.9) 

11,395 人

(25.2)

25,803 人

(57.1)

5,376 人

(11.9)

378 人

(0.8)

45,184 人 

(100.0) 
41.4

 （ ）書は、搬送人員に対する割合で単位は％である。 

 

３ 高速道路における救急業務 

県内の高速道路は、東北自動車道一関～盛岡南間が昭和 52 年 11 月 19 日から、築館（昭和 57 年 3 月 26

日からは若柳金成）～一関間が昭和 53 年 12 月 2 日から、盛岡南～滝沢間が昭和 54 年 10 月 18 日から、
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滝沢～西根間が昭和 55 年 10 月 8 日から、西根～安代間が昭和 57 年 10 月 19 日から、また安代～鹿角八

幡平間が昭和 58 年 10 月 20 日から供用開始されており、さらには、昭和 61 年 11 月 27 日からは八戸線の

一戸～八戸間が、平成元年 9月 7 日からは安代～一戸間が、平成 6年 8月 4日からは秋田自動車道北上西

～北上間が、平成 7 年 12 月 22 日から湯田～横手間が、平成 9 年 7 月 23 日からは、北上西～湯田間が、

さらに釜石自動車道花巻～東和間が平成 14 年 11 月 7 日から開通し全線で供用を開始している。 

高速道路の救急業務については、沿線消防本部間で相互応援協定を締結して上下線方式により、I・C所

在の消防本部が担当し対処している。 

高速道路上の相互応援体制は図２－４－７のとおりである。 

 

   図２－４－７ 高速道路消防相互応援協定による担当区域 

 １. 東北自動車道                                   （25.4.1 現在） 

供 用 開 始 時 期 
  

 

 

市 町 村 名 

宮

城

県

一

関

市

平

泉

町

奥

州

市

金
ヶ
崎
町

北

上

市

花

巻

市

紫

波

町

矢

巾

町

盛

岡

市

滝

沢

村

八
幡
平
市

秋

田

県

イ ン タ ー 

チ ェ ン ジ 名 

（Ｉ・Ｃ） 

若

柳

金

成

一

関

平

泉

前

沢

水

沢

北
上
江
釣
子

北
上
金
ヶ
崎

花

巻

南

花

巻

紫

波

 

盛

岡

南

盛

岡

滝

沢

西

根

松
尾
八
幡
平

安

代

鹿
角
八
幡
平

全 線 距 離 
 

 

  

Ｉ Ｃ 間 距 離 

Km 

   17.3 

 

11.5 17.5 8.7 6.7 9.2 7.4 12.8 11.0 7.0 10.0 10.1 9.5 22.9  26.1

救急業務実

施市町村名

及び実施区

間 

上 り 

車 線 

一
関
市
消
防
本
部 

  

奥州

金ケ

崎行

政事

務組

合 

 

 

 

北上 

地区 

消防 

組合 

 

 

花巻 

市消防本部

 

 

 

盛岡地区広域 

行政事務組合 

鹿

角

市

消

防

本

部

下 り 

車 線 

 

栗原

地区

消防

事務

組合    

一
関
市
消
防
本
部 

 

 

奥州金

ケ崎行

政事務

組合 

 

北上 

地区 

消防 

組合 

 

花巻 

市消防

本部 

 

 

 

 

盛岡地区広域 

行政事務組合 

 

 

52.11.19
54.10.18 

55.10.8 

57.10.19

166.8km
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 ２. 八戸自動車道 

供 用 開 始 時 期 
 

 

市 町 村 名 

八
幡
平
市 

浄
法
寺
町 

一

戸

町 

九

戸

村 

軽

米

町 

青

森

県 

イ ン タ ー 

チ ェ ン ジ 名 

（Ｉ・Ｃ） 

安
代
Ｊ
Ｃ
Ｔ

浄

法

寺

一

戸

九

戸

軽

米

南

郷

全 線 距 離  

Ｉ Ｃ 間 距 離 
  16.2 

 

11.9 11.7 9.7  9.6 

救急業務

実施市町

村名及び

実施区間 

上 り 

車 線 

  
 

二戸
地区
広域
行政
事務
組合 

 

 八戸

地区

広域

市町

村圏

事務

組合

 

下 り 

車 線 

 

盛岡
地区
広域
事務
組合 
 

 
 
二戸
地区
広域
行政
事務
組合 
 

 

 

 ４．釜石自動車道 

供 用 開 始 時 期 
 

 

市 町 村 名 

花

巻

市

イ ン タ ー 

チ ェ ン ジ 名 

（Ｉ・Ｃ） 

花
巻
Ｊ
Ｃ
Ｔ

花

巻

空

港

東

和

全 線 距 離  

Ｉ Ｃ 間 距 離 
 

 

3.7 7.7  

救急業務

実施市町

村名及び

上 り 

車 線 

 
 
 

花巻市消
防本部 

 

 

 

実施区間  

下 り

車 線

  
 

花巻市消
防本部 

 

 
 

  

３．秋田自動車道 

供 用 開 始 時 期
 

 

市 町 村 名

北

上

市

西
和
賀
町

横

手

市

イ ン タ ー

チ ェ ン ジ 名

（Ｉ・Ｃ） 

北
上
Ｊ
Ｃ
Ｔ

北

上

西

湯

田

横

手

全 線 距 離  

Ｉ Ｃ 間 距 離
   

 

8.7 21.6 20.2   

救急業務

実施市町

村名及び

実施区間 

上 り

車 線

 
 

 

 

北上地区 

消防組合 

 

 

 

横手平 

鹿広域 

市町村 

圏組合 

 

下 り

車 線

  

 

 

北上地区 

消防組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(69.4) 

元.9.7 61.11.27 

(11.4) 

6.8.4 

(50.5) 

9.7.23 7.12.22

14.11.7 
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 表２－４－８ 高速自動車国道における救急出場件数及び搬送人員（24.1.1～24.12.31） 

（単位：件・人） 

高速道路（車線）名 東北自動車道、八戸自動車道、秋田自動車道 

担当消防本部 

 

区分 

一関市 

消防本部 

奥州金ケ

崎行政事

務組合 

北上地区

消防組合

花巻市 

消防本部

盛岡地区

広域行政

事務組合 

二戸地区

広域行政

事務組合 

 

計 

救 急 出 場 件 数 26 23 47 19 88 13 216

搬 送 人 員  21 47 18  10 

 

 表２－４－９ 高速自動車国道 I・C周辺の救急告示医療機関（I・Cから５ｋｍ以内） 

（24.4.1 現在） 

高速道路（車線）名 東  北  自  動  車  道 

インターチェンジ名

（I・C） 

一

関 

平

泉 

前

沢 

水

沢 

北

上

金

ヶ

崎

北

上

江

釣

子

花

巻

南

花

巻

紫

波

盛

岡

南

盛

岡 

滝

沢 

西

根 

松

尾

八

幡

平

安

代

救 急 病 院 数 1 6 2 3 13 

 

高速道路（車線）名 八戸自動車道  高速道路（車線）名 秋田自動車道 

インターチェンジ名

（I・C） 

浄法

寺 

一戸 九戸 軽米 インターチェンジ名

（I・C） 
北上西 湯田 

救 急 病 院 数 3 救急病院数 1 

 

高速道路（車線）名 釜石自動車道 

インターチェンジ名

（I・C） 

花

巻

空

港

東

和

救 急 病 院 数 1 
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４ 救助業務の実施状況 

平成 24 年中における救助業務の状況は、出動件数 642 件、活動件数 270 件、救助人員 348 人となってい

る。（表２－４－１０及び表２－４－１１） 

 

 表２－４－１０ 事故種別出動件数等の状況 

（単位：件・人） 

事故種別 

 

区分 

火 災 交 通 事 故 水 難 事 故
機械による

事 故

そ の 他 

の 事 故 
計 

出 動 件 数 14 437 28 20 143 642

活 動 件 数 14 156 20 10 70 270

救 助 人 員 23 207 18 10 90 348

 

 

 表２－４－１１ 事故種別発生場所別活動状況 

（単位：件） 

事故種別 

 

発生場所 

火 災 交 通 事 故 水 難 事 故
機械による

事 故

そ の 他 

の 事 故 
計 

屋

内 

住 居 13 22 35

そ の 他 の 屋 内  2 4 6 12

屋 

外 

道 

路 

高速自動車国道 1 15  16

その他の道路  124 1 1 126

水 

面 

内 水 面  1 16 1 18

外 水 面  1 4 2 7

山 岳  8 8

そ の 他 の 屋 外  13 5 28 46

地 下   

そ の 他  2 2

計 14 156 20 10 70 270
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第５節 教 育 訓 練 体 制 

 

１ 消防学校における教育訓練 

 (1) 基本方針 

    消防の責務の正しい認識及び共同精神の涵養とともに、消防を取り巻く環境の変化に対応できる知

識及び技術を習得し、もって能率的かつ公正明朗に職務を遂行し、地域住民の信頼と負託に応えうる

消防職員及び団員等の養成に資する。 

(2) 教育実施状況 

 岩手県消防学校教育訓練規則（昭和４９年３月３０日規則第２０号）第２条の規定に基づき教育訓

練計画を定め、計画どおり実施した。 

   ア 消防職員等に対する教育 

      (ア) 初 任 教 育 

      新採用の消防職員として必要な基礎知識及び技能の習得とともに、士気の高揚、規律の保持及

び体力の練成を図り、もって職務の円滑な遂行に資するために行うものである。 

    (イ) 幹 部 教 育 

      上級幹部科：上級幹部として業務管理、人事管理及び危機管理などへの理解を深め、組織の円

滑な管理運営に資するため行うものである。 

        初・中級幹部科：初・中級幹部として消防を取り巻く環境の変化を理解するとともに、事故及

び障害の発生時における初動体制を迅速に確立するなど組織管理能力の向上に

資するために行うものである。 

    (ウ) 専 科 教 育 

     ① 予防総合科 

       防火管理、建築規制、危険物規制及び消防用設備等に係る専門的知識を習得し、違反対象物

に対して是正を指導するなど予防行政の円滑な運営に資するために行うものである。 

     ② 火災調査科 

       火災の燃焼理論並びに火災原因調査及び損害調査に係る専門的知識及び技術を習得し、火災

原因調査への的確な判断能力の向上に資するために行うものである。 

     ③ 救急科 

       救急隊員の行う応急処置等に必要な医学的知識及び技術を習得し、消防法施行令第４４条第

３項第１号に定める救急隊員を養成するために行うものである。 

     ④ 救助科 

       救助活動における安全管理、救助器具の取扱い並びに応用訓練を通じて災害救助に係る専門

的知識及び技術を習得するとともに、これらを活用した応用力の向上並びに自らの安全を確保

する能力の向上に資するために行うものである。 

   イ 消防団員に対する教育 

    (ア) 基 礎 教 育 

      消防団員として消防に必要な基礎的知識、技能及び規律を習得し、災害現場において現場活動

を安全かつ的確に遂行できる能力の向上に資するために行うものである。 
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    (イ) 幹 部 教 育 

     ① 上級幹部・指導員科 

上級幹部又は指導員として必要な訓練礼式に係る知識及び指揮要領を取得することにより、

指導力の向上を図ることを目的として行うものである。 

 

     ② 初・中級幹部科 

初・中級幹部として現場指揮要領及び活動要領など消防に必要な知識及び技能を習得し、地

域住民への防災指導とともに消防団員に対する指導力の向上に資するために行うものである。 

     (ウ)専 科 教 育 

      警防・機関科：消防団員として火災防ぎょに関する知識並びに自動車及び小型ポンプの運用技

術を習得し、災害現場において中核的消防活動が遂行できる能力の向上に資す

るために行うものである。 

   ウ 特別教育 

(ア) 法規講習 

      消防職員として法規事務の基礎並びに条例及び規則等の立案に必要な知識及び議実を習得する

ことにより、職員としての法規事務の能力向上を図るために行うものである。 

    (イ) 無線通信講習 

      消防無線操作に係る知識及び技術を習得するとともに無線従事者免許証（第３級陸上特殊無線

技師）を取得させ、無線通信業務の円滑化に資するため行うものである。 

    (ウ) 自衛消防隊員講習 

      事業所等に所属する自衛消防隊員に対して、消防業務に関する基礎的知識及び技術の教育訓練

を行い、事業所等における災害防止に資するため行うものである。 

   エ 委託教育 

     市町村、消防団、婦人消防協力隊、幼・少年防火クラブなどからの要請により、消防防災に必

要な教育訓練を行う。 

    (ア) 一日入校 

      消防学校において規律訓練などの教育訓練を行う。また、防災センターと協同して、地震体験

や避難体験など、主に体験を中心とした教育訓練を行う。 

    (イ) 現地教育 

      現地に出向いて規律訓練などの教育訓練を行う。 
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表２－５－１  平成 25 年度消防学校教育訓練実施状況 

 

教育 

 

種別 

 

 

項 目 教育期間 延日数 実日数 時 間 修 了 

者 数 

備 考 

   第59期初任教育 ４月８日(月)～９月26日(木) 172 118 823 87 

 
幹部 

教育 

上級幹部科 １月21日(火)～１月24日(金) 4 4 26 20 

 初・中級幹部科 11月14日(木)～12月11日(水) 28 20 138 19 

消防 

専科 

教育 

予防総合科 ２月３日(月)～２月21日(金) 19 14 96 19 

職員 火災調査科 11月26日(火)～12月10日(火) 15 11 75 23 

 救急科 １月20日(月)～３月13日(木) 53 38 264 65 

 救助科 10月３日(木)～11月１日(金) 30 21 145 29 

   小計  321 226 1,567 262 

 基礎教育 ※受講申込者少数のため未実施 2 2 12 ０ 

 幹部 

教育 

上級幹部・指導員科 10月11日(金)～10月13日(日) 3 3 19 49 

消防  初・中級幹部科 11月８日(金)～11月９日(土) 2 2 12 41 

団員 専科 

教育 

警防・機関科 11月15日(金)～11月17日(日) 3 3 19 26 

 小計 10 10 62 116 

特別 

法規講習  12月18日（水）～12月20日(金) 3 3 19 12  

無線通信講習  ８月19日（月） 1 1 8 85 初任教育学生

教育 自衛消防隊員講習 10月22日(火)～10月24日(木) 3 3 19 33 

 小計 7 7 46 130 

  合計   338 243 1,675 508 

 一日入校  団体 4 4 10 280 

 現地教育  団体 0 0 0 0 
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 表２－５－２   年度別・課程別教育実施状況 

  （単位：人） 

 年 度  

昭和28～ 

36年 

（内丸校） 

① 

 

昭和37～

48年

（高松校）

② 

 

昭和49年度～平成25年度（矢巾校） 

   

 

合計 

①＋②＋③

  

  昭49～ 

平20 

      

小計 

③ 
 教育訓練名 平21 平22 平23 平24 平25 

   初 任 教 育  607 1,720 66 85 70 82 87 2,110 2,717

 幹 部 教 育 5 24 1,122 50 45 35 39 1,291 1,320

消 警 防 教 育 47 35 1,088 51 41  1,180 1,262

防 予 防 教 育 8 117 1,499 32 46 24 42 1,643 1,768

職 救 急 教 育  165 2,688 45 46 60 61 65 2,965 3,130

員 救 助 教 育  1,145 33 28 33 29 29 1,297 1,297

 現 任 教 育 16 62 0  0 78

 特 別 教 育 ※1  172 1,449 86 17 17 12 1,581 1,753

 小  計 76 1,182 10,711 363 267 180 272 274 12,067 13,325

  基 礎 教 育  169 1,044 12 9 14  1,079 1,248

消 幹 部 教 育 700 1,231 4,282 78 76 87 102 90 4,715 6,646

防 警防・機関教育 897 1,005 2,575 28 25 23 23 26 2,700 4,602

団 予 防 教 育 8 403 0  0 411

員 特 別 教 育 824 372 2,737  2,737 3,933

 小  計 2,429 3,180 10,638 118 110 124 125 116 11,231 16,840

消防団員指導員研修 

自衛消防隊員講習※2 

 66 2,142 25 36 59 38 33 2,333 2,399

    

自主防災リーダー講習  114 29 50 34  227 227

     

合    計 2,505 4,428 23,605 535 463 397 435 423 25,858 32,791

      

※１）「消防職員 特別教育」に含まれる無線講習については、初任教育学生も受講しており、当該修了者

数欄は、初任教育以外の修了者数であること。 

※２）教育訓練名「消防団員指導員研修 自衛消防隊員講習」の人員は、平成 16 年度以降自衛消防隊員講習

のみの受講者であること。
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表２－５－３   消防職員等入校状況 

         平成 25 年度修了者 過去 7年間の修了者 

  区分 初 

任 

教 

育 

幹部教

育

専科教育 特別教

育 

 

 

計

 

 

18

 

 

19

 

 

20 

 

 

21 

 

  

22 

 

 

23

 

24 

 

 

消防本部 

 

上 

級 

初 

・ 

中

級 

警 

 

防 

特

殊

災

害 

予

防

総

合 

火

災

調

査 

救 

 

急 

救

 

助

法

規

講

習 

無

線

講

習

 

盛岡 

 

35 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

3

 

15

 

4

  

 

 

63

 

62

 

90

 

60 

 

67 

 

52 

 

47

 

60

 

一関 

 

8 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

2

 

7

 

2

 

1

 

 

 

24

 

44

 

22

 

26 

 

27 

 

31 

 

20

 

31

 

宮古 

 

6 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

  

2

 

5

 

3

 

2

 

 

 

22

 

36

 

35

 

33 

 

33 

 

21 

 

13

 

26

 

奥州金ケ崎 

 

8 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2

 

6

 

2

   

24

 

40

 

27

 

30 

 

24 

 

24 

 

14

 

19

 

花巻 

 

3 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

2

 

5

 

3

  

 

 

20

 

28

 

35

 

29 

 

26 

 

22 

 

12

 

24

 

北上 

 

6 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

4

 

3

 

4

 

2

  

24

 

25

 

27

 

23 

 

23 

 

25 

 

20

 

26

 

二戸 

 

6 

  

1 

   

1 

 

2

 

6

 

1

  

 

 

17

 

14

 

10

 

6 

 

8 

 

9 

 

12

 

13

 

久慈 

 

7 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

2

 

10

 

4

 

2

 

 

 

35

 

27

 

30

 

24 

 

27 

 

23 

 

17

 

26

 

大船渡 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1

 

2

 

1

 

1

 

 

 

11

 

28

 

18

 

19 

 

21 

 

19 

 

10

 

11

 

遠野 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

10

 

7

 

8

 

8 

 

10 

 

10 

 

3 

 

8

 

釜石大槌 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2

 

4

 

4

 

2

 

 

 

19

 

28

 

21

 

21 

 

25 

 

24 

 

8 

 

20

 

陸前高田 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

5 

 

8

 

11

 

7 

 

10 

 

7 

 

2 

 

8

 

合計 

 

87 

 

20 

 

19 

 

0 

 

0 

 

19 

 

23

 

65

 

29

 

12

 

0

 

274

 

347

 

334

 

286 

 

301 

 

267 

 

178

 

272



37 

 

表２－５－４ 消防団員入校状況 

区分 

 

 

市町村名 

平成25年度修了者 過去7年間の修了者 

 幹 部 専科  

18 19 20 21 22 23 24 基礎 

教育 

初・中 

級幹部 

上級・ 

指導員 

警防・

機関科

計 

 

盛岡市  2 2 1 5 5 7 7 6 3  4 

宮古市  1 2 1 4 3     1 2 

大船渡市  2 2  4 3 4 4 3 3 2 3 

花巻市  10 11 6 27 17 19 8 17 11 26 26 

北上市  2 2  4 7 6 6 3 4 10 5 

久慈市      11 5 5 10 9 8 2 

遠野市  1 4  5 9 9 14 10 5 9 7 

一関市  7 8 8 23 19 21 20 17 15 19 22 

陸前高田市         2    

釜石市  1 1  2 4 4 2  2 1 2 

二戸市   2  2   4    2 

八幡平市             

奥州市  5 5 1 11 8 16 13 20 11 8 11 

雫石町    1 1  5 9 4 6 4 3 

葛巻町  1 1 1 3 1 1 1 1   2 

岩手町        1   2  

滝沢村  5 1  6 8 8 3 6 8 8 6 

紫波町  1 1 2 4 11 8 7 5 8 9  

矢巾町       7 4 2 8  2 

西和賀町      1 1 1 1 1 1 1 

金ケ崎町  1 2 1 4 2 4 3 5 2 3 3 

平泉町           1  

住田町   1  1 1 1 1 1 1 1 1 

大槌町       2   1  4 

山田町    3 3  3 2 2 8  1 

岩泉町   1  1 1 1 1 1 1 1 1 

田野畑村        2 1  1 4 

普代村            1 

軽米町             

野田村        1  1 2  

九戸村   1  1 2  1     

洋野町  2 2 1 5 1 2 4 1 2 6 7 

一戸町      1 1    1 3 

合計  41 49 26 116 115 135 124 118 110 124 125 
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２ 消防大学校における教育訓練 

 消防職団員の教育訓練は、都道府県が設置している消防学校の他、国が設置している「消防大学校」で行

われている。 

 消防大学校では、幹部として必要な高度な教育訓練を実施している他、専門的かつ高度な知識の習得を

目的として災害対策活動等の実務講習を実施している。 

 本県の 近の入校者の状況は表２－５－５ のとおりである。 

 

表２－５－５ 消防大学校教育訓練受講状況（21 年度～25 年度） 

          年  度 

  学   科   

21年度 22年度 23 年度 24 年度 25 年度

     

 

総  

合  

教  

育 

本        科 人 人 人 人 人

幹   部   科 5 5  3 5 

上 級 幹 部 科 1 2 1   

新任消防長・学校長科 3   1 2 

消 防 団 長 科 3 2 4 5 3 

小     計 12 9 5 9 10 

   

 

専 

科  

教  

育 

警   防   科 2 2 1  1 

救   助   科 2 2 1 2 2 

救   急   科 1  1 1 1 

予   防   科  2 2 3 2 

危  険  物  科 2 1 1 3  

火 災 調 査 科 3 3 1 5 4 

新 任 教 官 科 2 1 3 1 4 

小     計 12 11 10 15 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実

務

講

習 

 

助緊

隊急

教消 

育防 

科援 

指揮隊長コース 1     

高度救助コース      

特別高度救助コース  1    

ＮＢＣコース 1     

航空隊長コース 1 2 1 2 1 

航空隊コース 2     

防危 

災機

教管 

育理 

科. 

トップマネジメントコース 3 2 3 1 3 

防災実務管理コース      

危機管理実務コース 2 2 
1 2 4 

国民保護コース 3 1 

自主防災組織育成コース 6 2 3 2 2 

消防教育訓練研究会      

新任消防長・学校長研修会      

危機管理セミナー（トップマネジメント）      
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危機管理セミナー（防災実務管理者）      

航空消防防災講習会      

緊急消防援助講習会      

違反是正講習会      

ＮＢＣ災害講習会      

自主防災指導者講習会      

小     計 16 10 8 7 10 

合       計 43 30 23 31 34 
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第３章  防 災 対 策 

 

第１節  災 害 対 策 

 

１ 地域防災計画の修正 

  災害対策基本法の改正及び平成 25 年７月から 10 月にかけて頻発した一連の大雨災害の検証等を踏まえ

た県地域防災計画の修正を行った。 

また、市町村に対しても、東日本大震災津波を踏まえた市町村地域防災計画の修正が適切に行われるよ

う、助言を継続している。 

 (1) 県地域防災計画の修正 

  ア 計画策定 

    防災会議決定    昭和 39 年４月８日 

    内閣総理大臣承認  昭和 39 年８月６日 

  イ 終修正 

    防災会議決定    平成 26 年３月 28 日 

 (2) 市町村地域防災計画の修正 

   県内市町村における地域防災計画の修正状況（平成 26 年５月１日現在）については、下記のとおりと

なっている。 

ア 震災後、何らかの市町村地域防災計画の修正を行った市町村 

⇒ 31 市町村（盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、

釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、金ケ崎町、平泉

町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町及び

一戸町） 

イ 震災後、市町村地域防災計画の修正を行っていない市町村の直近の修正年度 

滝沢市…平成 22 年度、西和賀町…平成 19 年度 

ウ 平成 23 年度の岩手県地域防災計画（Ｈ24.３.27 修正）の反映を行った市町村 

⇒ 27 市町村（盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、

奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、

岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村及び洋野町） 

エ 平成 24 年度の岩手県地域防災計画（Ｈ25.３.28 修正）の反映を行った市町村 

⇒ 18 市町村（盛岡市、宮古市、花巻市、久慈市、遠野市、一関市、雫石町、葛巻町、岩手町、矢巾

町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町及び野田村） 

オ 平成 25 年度の岩手県地域防災計画（Ｈ26.３.28 修正）の反映を行った市町村 

⇒ ４町村（岩手町、岩泉町、田野畑村及び野田村） 

カ 原子力災害対策を市町村地域防災計画に盛り込んでいる市町村 

⇒ 16 市町村（盛岡市、宮古市、花巻市、久慈市、遠野市、一関市、雫石町、岩手町、紫波町、矢巾

町、住田町、山田町、岩泉町、軽米町、野田村及び九戸村） 

キ 災害対策基本法の規定に基づく避難行動要支援者の範囲等の位置付けを行った市町村 

⇒ ６市町村（久慈市、葛巻町、岩手町、田野畑村、普代村及び野田村） 
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２ 総合防災訓練 

東日本大震災津波では多くの人命が失われ、住民の防災意識の徹底・高揚や災害応急対策における県・

市町村・防災関係機関等の広域的な相互連携による災害対応力の向上を通じた地域防災力の強化が求め

られているところである。 

このため、総合防災訓練においては、災害対応力の向上に向けて、住民の「自助」意識に基づく避難

の徹底、「共助」による円滑な避難所設置・運営体制の構築、人命救助・被災者支援を迅速に行うための

防災関係機関相互の「公助」の確立を図ることを目的として実施した。 

(1) 訓練実施日時 

   平成 25 年９月１日（日） 午前９時 00 分から午後０時 30 分まで 

(2) 主訓練地 

・久慈市防災センターほか各町村役場 

・久慈地域沿岸部各地区等 

・久慈市総合福祉センターほか各市町村拠点避難所 

・県立久慈病院 

・久慈地区石油コンビナート等特別防災区域 

・久慈市勤労青少年ホーム 

(3) 主催者 

   岩手県・久慈市・洋野町・野田村・普代村・久慈広域連合 

(4) 災害想定、訓練項目及び訓練機関等 

   表３－１－１ 総合防災訓練災害想定、訓練項目及び訓練機関等 

災 害 想 定 訓  練  項  目 訓 練 参 加 機 関 ( 参 加 人 員 ) 

 平成 25 年９月１日

（日）午前９時 00 分頃、

岩手県内でかなり強く

長い揺れを感じた。気象

庁（地震火山部、仙台管

区気象台、盛岡地方気象

台）からの発表による

と、震源地は三陸沖（北

緯 39.0 度、東経 144.0

度）で震源の深さは 10

㎞、地震の規模（マグニ

チュード）は 8.7 と推定

され、沿岸部に大津波警

報が発表された。 

 その後気象庁発表に

よると、久慈市、洋野町、

野田村及び普代村の震

度は震度６弱であり、予

想される津波の 大波

の高さは 10ｍ、久慈港

への津波到達予想時刻

は９時 30 分とのことで

あった。 

 この地震及び津波に

より、久慈地域全域にお

いて、電気、電話、ガス、

水道等のライフライン

施設及び道路等が損壊

したほか、多くの建物が

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 
27
28
29
30

避難訓練 
避難広報訓練 
情報伝達訓練 
水門閉鎖訓練 
海面監視訓練 
避難誘導訓練 
非常通信訓練 
消防団等退避訓練 
火災防御訓練 
消火訓練 
初動参集訓練 
災害対策本部設置・運営訓練 
災害対策本部移動・運営訓練 
市役所機能設置受入訓練 
警防本部設置・運営訓練 
災害応援協定締結機関への応援要請訓
練 
自衛隊・緊消隊への応援要請訓練 
総合調整所設置・運営訓練 
災害情報収集伝達訓練 
各市町村への連絡員派遣訓練 
消防救急無線統制訓練 
災害ＦＭ局設置・運営訓練 
交通誘導訓練 
避難所等での安全パトロール訓練 
災害時道路閉鎖等訓練 
緊急交通路確保のための放置車両除去
訓練 
避難所開設・運営訓練 
避難者名簿作成訓練 
避難者情報収集伝達訓練 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

久慈地域住民 
自主防災組織 
盛岡地方気象台 
陸上自衛隊岩手駐屯地第９特科連隊 
陸上自衛隊岩手駐屯地第９戦車大隊 
陸上自衛隊東北方面航空隊 
海上自衛隊横須賀地方総監部 
航空自衛隊北部航空方面隊 
航空自衛隊三沢ヘリコプター空輸隊 
自衛隊岩手地方協力本部 
第二管区海上保安本部仙台航空基地 
八戸会場保安部 
国土交通省三陸国道事務所 
国土交通省釜石港湾事務所久慈港出張
所 
二戸市 
東北管区警察局岩手県情報通信部 
岩手県警察本部 
久慈警察署 
盛岡地区広域消防組合消防本部 
二戸地区広域行政事務組合消防本部 
宮古地区広域行政組合消防本部 
花巻市消防本部 
久慈地域各市町村消防団 
久慈地域各市町村婦人消防協力隊 
久慈市赤十字奉仕団 
一般社団法人久慈医師会 
一般社団法人岩手県歯科医師会 
久慈歯科医師会 
久慈薬剤師会 
日本赤十字社岩手県支部 
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損壊又は流出し、各地で

死傷者や行方不明者が

発生し、人命の救助救

出、医療救護等の必要が

生じた。 

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
 
58
59
60
61
62
63

避難住民対応訓練 
避難所備蓄品確認訓練 
備蓄物資搬送訓練 
支援物資要請・受付・配送・受入訓練
災害時要援護者避難確認訓練 
福祉避難所移送訓練 
応急食料炊出し訓練 
応急給水訓練 
発電機起動訓練 
災害用仮設トイレ組立・設置訓練 
臨時通信環境確保訓練 
避難者安否情報伝達・確認訓練 
避難者の健康相談訓練 
避難者の健康体操訓練 
救命講習 
災害時備蓄等普及促進訓練 
ＬＰガス地震時対応訓練 
岩手ＤＭＡＴ活動拠点本部設置訓練 
救護所設置・運営訓練 
ヘリ運用調整所設置・運営訓練 
ヘリポート開設・運営訓練 
救助活動展開状況・災害情報確認訓練
孤立地域救出救助訓練 
負傷者受入訓練 
負傷者搬送訓練 
地域医療搬送訓練 
航空機医療搬送拠点設置訓練 
通信確保のための可搬型基地局輸送・
設置訓練 
ボランティアセンター開設・運営訓練
燃料補給訓練 
広報支援拠点施設設置訓練 
支援物資搬送訓練 
石油コンビナート防災訓練 
遺体処置訓練 

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
 
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
 
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
 
75
76
77
78
79
80
 
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

学校法人岩手医科大学附属病院 
学校法人岩手医科大学法医学講座 
岩手検案医会 
岩手県立久慈病院 
岩手県立中央病院（岩手ＤＭＡＴ） 
岩手県立大船渡病院（岩手ＤＭＡＴ） 
岩手県立中部病院（岩手ＤＭＡＴ） 
岩手県立胆沢病院（岩手ＤＭＡＴ） 
岩手県立磐井病院（岩手ＤＭＡＴ） 
岩手県立釜石病院（岩手ＤＭＡＴ） 
岩手県立宮古病院（岩手ＤＭＡＴ） 
岩手県立二戸病院（岩手ＤＭＡＴ） 
国際医療福祉専門学校一関校 
公益社団法人岩手県看護協会 
公益社団法人岩手県看護協会久慈地区
支部 
岩手県災害看護ネットワーク協議会 
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 
社会福祉法人久慈市社会福祉協議会 
社会福祉法人洋野町社会福祉協議会 
社会福祉法人野田村社会福祉協議会 
社会福祉法人普代村社会福祉協議会 
社会福祉法人普代福祉会 
公益社団法人岩手県栄養士会 
岩手県生活衛生同業組合中央会 
久慈地区生活衛生同業組合連絡協議会 
日本アマチュア無線連盟久慈ラジオク
ラブ 
一般社団法人ラジオコンソーシアム岩
手 
野田村防災放送研究会 
東北情報通信懇談会 
普代村立普代小学校 
岩手大学地域防災研究センター 
公立大学法人岩手県立大学 
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 
公益社団法人岩手県隊友会 
一般社団法人岩手県警備業協会 
一般財団法人岩手県防災保安協会 
公益社団法人岩手県トラック協会 
一般社団法人日本自動車連盟岩手支部 
岩手県北自動車株式会社久慈営業所 
一般社団法人岩手県建設業協会久慈支
部 
久慈市上下水道工事業協同組合 
東北電力株式会社岩手支店 
東日本電信電話株式会社岩手支店 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北
支社岩手支店 
ＫＤＤＩ株式会社東北総支社 
株式会社数理設計研究所 
株式会社フロムいわて 
岩手県石油商業協同組合久慈支部 
岩手県高圧ガス保安協会久慈支部 
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資
源機構久慈国家石油備蓄基地事務所 
日本地下石油備蓄株式会社久慈事務所 
久慈市漁業協同組合 
久慈市区長会 
久慈市民生児童委員協議会 
久慈市社会福祉事業団 
公益社団法人久慈青年会議所 
株式会社サンデー 
ホーマック株式会社 
ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 
株式会社ジョイス 
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94
95
96
97
98
99
10
0 
10
1 
10
2 
10
3 
 

株式会社ユニバース 
大塚製薬株式会社 
サントリーフーズ株式会社 
三立製菓株式会社 
新成物産株式会社 
三井物産株式会社 
株式会社ブルボン 
岩手県 
久慈市 
洋野町 
野田村 
普代村 
久慈広域連合 
       参加人員  10,051 人 
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表３－１－２ 総合防災訓練年次別実施状況 

回数 年月日 主 訓 練 地 災害想定 訓練項目 参加機関 参加人員 

  １  39．８．５ 沿岸市町村  地震・津波・火災    ８    24    － 

  ２  40．８．20 一 関 市  水害    12    16    － 

  ３  41．８．19 久 慈 市  地震・津波・火災    12    17     4,500 

  ４  42．７．26 遠 野 市  水害・火災    13    13     2,400 

  ５  43．７．26 大 船 渡 市  地震・津波・火災    15    15     3,700 

  ６  44．７．30 花 巻 市  地震・火災    15    15     3,000 

  ７  46．７．23 釜 石 市  地震・津波・火災    16    17     5,300 

  ８  47．７．22 水 沢 市  水害・地震・火災    16    22     2,100 

  ９  48．７．14 陸前高田市  地震・津波・火災・水害    14    16     4,600 

  10  49．９．３ 山 田 町  地震・津波・火災    13    29     5,000 

  11  50．９．１ 盛 岡 市  地震・火災    19    33     8,400 

  12  51．９．３ 大 槌 町  地震・津波・火災    18    23     5,400 

  13  52．９．１ 北 上 市  地震・火災    17    20     2,800 

  14  53．９．１ 宮 古 市  地震・津波・火災    19    24     3,500 

  15  54．９．１ 一 関 市  地震・火災・水害    23    23     3,600 

  16  55．９．３ 江 刺 市  地震・火災・水害    24    22     8,500 

  17  56．９．１ 久 慈 市  地震・津波・火災・水害    24    28     2,550 

  18  57．９．１ 遠 野 市  地震・火災・水害    25    24     2,400 

  19  58．９．１ 大 船 渡 市  地震・津波・火災・水害    26    31    12,000 

  20  59．９．１ 二 戸 市  地震・火災    23    26     3,900 

  21  60．８．31 花 巻 市  地震・火災    25    27     4,600 

  22  61．８．30 釜 石 市  地震・津波・火災    30    34     2,500 

  23  62．９．１ 水 沢 市  地震・火災    23    27     9,600 

  24  63．９．１ 陸前高田市  地震・津波・火災    25    29     8,900 

  25  元．９．１ 盛 岡 市  地震・火災    24    27    29,200 

  26  ２．９．１ 北 上 市  地震・火災    26    28    16,440 

  27  3.8.30～31 宮 古 市  地震・津波・火災    33    42    20,993 

  28  ４．９．１ 一 関 市  地震・火災・水害    32    37    13,412 

  29  ５．９．１ 久 慈 市  地震・津波・火災    37    37    10,212 

  30  ６．９．１ 江 刺 市  地震・火災・水害    31    31     8,081 

  31  ７．９．１ 遠 野 市  地震・火災・水害    35    45     8,500 

  32  ８．９．１ 大 船 渡 市  地震・津波・火災・水害    44    75    10,202 

  33  ９．９．１ 二 戸 市  地震・火災    32    65     6,723 

［34］ ［10.９.１］ ［花巻市］ ［地震・火災・水害 ］   ［47］   ［79］  ［13,000］

  34  11．９．３ 釜 石 市  地震・津波・火災     52    85    12,907 

  35  12．９．１ 水 沢 市  地震・火災     41    61    12,052 

  36  13．９．１ 陸前高田市  地震・津波・火災    43    63   10,552 

  37  14．９．１ 盛 岡 市  地震・火災    96    64   13,333 

  38  15．９．１ 北 上 市  地震・火災    84   127   16,848 

  39  16．９．１ 宮 古 市  地震・津波・火災・ＢＣテロ    83   151   12,621 

  40  17．９．１ 久 慈 市  地震・津波・火災・ＢＣテロ    89   120   12,452 

  41  18．９．１ 一 関 市  地震・火災・水害    89   243   18,878 

  42  19．９．２ 遠 野 市  地震・火災    51    87    8,749 

 43  20．10．19 大 船 渡 市  地震・津波・火災   63   122   10,528 

 44  21．10．25 二 戸 市  地震・火災・土砂災害   58    79    6,174 

 45  22．８．29 花 巻 市  地震・火災・土砂災害   59    73    6,750 
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 ※１ 昭和 45 年度は、国民体育大会のため、通信訓練のみを実施した。 

  ２ 平成 ５年度及び平成 17 年度は、岩手県石油コンビナート等防災訓練と同時開催した。 

  ３ 平成 10 年度は、大雨洪水災害により中止。10 月 18 日の岩手山噴火対策防災訓練に取り込んで実施。（ [ ] 内は、予定数値

等。） 

  ４ 参加機関には主催者を含み、参加人員には参観者を含まない。 

  ５ 平成 23 年度は、東日本大震災津波発生のため中止した。 

 

３ 石油コンビナート等総合防災訓練 

  久慈地区石油コンビナート等特別防災区域では、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84

号）及び岩手県石油コンビナート等防災計画に基づき、防災関係機関と特定事業所が有事の際に迅速かつ

適確な応急対策活動ができるよう防災関係機関相互の緊密な連携体制の確立を図ることを目的に、また、

地域住民の防災意識の高揚を図ることを目的に総合的かつ実践的な訓練を定期的に実施している。 

 

 表３－１－３ 石油コンビナート等総合防災訓練年次別実施状況 

回

数 
実施年月日 訓 練 地 災 害 想 定 

訓 練 

項目数 

参 加 

機関数 

参加 

人員 

１ 5 . 9 . 1 
久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

地震による原油流出・火

災、船上火災 
8 38 11,500

２ 6 . 1 0 . 2 1 
久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

地震による原油流出・火

災、船上火災 
18 14 342

３ 7 . 1 0 . 1 9 
久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

地震による原油流出・火

災、船上火災 
19 16 474

４ 

（ 陸 上 訓
練 ） 
8 . 9 . 2 0 久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

原油払出し作業中に流出、

火災 
14 14 237

（ 海 上 訓
練 ） 
8 . 9 . 3 0 

地震による原油流出、船上

火災 
10 10 173

５ 

（ 海 上 訓

練 ） 
久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

原油揚荷中に突風を受け

流出、船上火災 
10 11 224

（ 陸 上 訓

練 ） 

9 . 1 0 . 8 

原油払出し作業中に流出、

火災 
14 12 227

６ 

（ 陸 上 訓

練 ） 

1 0 . 1 2 . 2 2 

久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域 
地震による原油流出 15 12 248

７ 

（ 海 上 訓
練 ） 
1 1 . 1 1 . 2 
〔 中 止 〕 

久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

原油払出し作業中の地震

による流出〔悪天候により

中止〕 

〔12〕 〔16〕 〔265〕

８ 

（ 海 上 訓

練 ） 

1 2 . 1 0 . 1 2 

久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

原油払出し作業中の地震

による流出 
10 13 245

９ 
（陸上及び
海上訓練） 
1 3 . 1 0 . 3 1 

久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

地震による火災、原油揚荷

中の流出 
20 11 277

回数 年月日 主 訓 練 地 災害想定 訓練項目 参加機関 参加人員 

 46  24．９．１ 釜 石 市  地震・津波   51    78   13,579 

 47  25. ９. １ 久 慈 市  地震・津波   63   103   10,051 
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回

数 
実施年月日 訓 練 地 災 害 想 定 

訓 練 

項目数 

参 加 

機関数 

参加 

人員 

10 1 4 . 1 0 . 1 1 
久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

フローティングホース接

続部の破損による原油流

出・火災 

11 9 180

11 1 6 . 1 0 . 1 5 
久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

地震による火災、原油揚荷

中の流出 
20 11 284

12 1 7 . 9 . 1 
久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

地震による火災、原油揚荷

中の流出 
16 22 1,107

13 
1 9 . 9 . 7 

〔 中 止 〕 

久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

地震による火災、原油揚荷

中の流出〔悪天候により中

止〕 

〔21〕 〔12〕 〔270〕

14 2 1 . 9 . 1 0 
久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

地震による原油流出・火

災、船上火災 
21 13 292

15 2 5 .  9 .  1 
久慈地区石油コンビナート等

特別防災区域及び周辺海域 

地震及び大津波発生によ

る海上への原油流出、船上

火災 

8 12 147

注）参加機関数には主催者を含み、参加人員には参観者は含まない。 

  平成 5年度及び平成 17 年度は岩手県総合防災訓練として実施（平成５年度の参加機関数及び参加人員は、岩手県総合防災訓練を含

む）。 

  平成 23 年度は東日本大震災の影響のため中止となった。 

  平成 25 年度は久慈市で実施された岩手県総合防災訓練の一訓練項目として実施された。 
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第２節 岩手山の火山活動への対策 

 

１ 岩手山の火山活動状況 

岩手山では、平成７年９月から火山性微動と火山性地震の発生が観測されて以来大きな火山活動の変化

は現れなかったが、平成 10 年２月から岩手山西側において火山性微動、火山性地震の増加に加えて地殻変

動にも大きな変化が現れるなど火山活動が活発化した。 

平成10年以降は、平成11年頃から活発化した西側での噴気活動や地表温度の上昇が観測されているが、

火山性微動や火山性地震の回数は次第に減少してきている。 

 

２ 岩手山の火山活動への対応状況（平成25年度） 

(1) 県の対応 

ア 災害警戒体制 

・ 臨時火山情報第２号(H10.6.24)の発表を受け「岩手県災害警戒本部（本部長：総務部総合防災室

長）」を設置し警戒体制を継続していたが、火山活動が低下してきたことから、平成 16 年 7 月 1 日

（同日、全ての登山道の入山規制を解除）をもって廃止した。 

・ 岩手山東側やや深いところでの火山性地震や岩手山西側での表面現象については、引き続き注視

していくこととしている。 

イ 監視・観測体制の整備 

・ 岩手山西側姥倉山から黒倉山山頂付近に観測機器を設置し、連続観測を実施している。 

(H11.10～ 地震計２基（H18 廃止）、地温計２基(H24 廃止)) 

ウ 行政機関、防災関係機関及び学識者との連携強化 

・ 岩手山の火山活動による被害を軽減するため、学識経験者や市町村、防災関係機関等による次の

検討組織を設置し、必要に応じ開催している。 

① 「岩手山火山災害対策検討委員会」(H10.7.2 設置)〈委員：18 名〉 

委員長： 斎藤徳美 放送大学岩手学習センター所長 

目 的： 住民の避難警戒に資するための「火山防災マップ」や「総合的な防災対策の指針（ガイドライン）」

の検討を行う。 

事務局： 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所、県砂防災害課、総合防災室 

→ 「西側で水蒸気爆発が起きた場合のハザードマップ」を公表（H10.7.22) 

→ 「岩手山火山防災マップ」、「ハンドブック」を公表(H10.10.9) 

→ 「緊急対策ガイドライン」(異常データ観測・活動活発期～避難期)を策定(H11.5.27) 

→ 「岩手山火山防災ガイドライン」(異常データ観測・活動活発期、噴火に伴う避難期、発災後の避難生

活期、生活再建期)を策定(H12.3.22) 

→ 「岩手山噴火警戒レベル」を策定 

② 「岩手山の火山活動に関する関係機関連絡会議」(H10.8.10設置)〈委員：28名〉 

委員長： 岩手県副知事 

目 的：・ 岩手山の火山活動に伴う災害予防活動の連絡調整に関すること。 

・ 岩手山の火山活動に伴う災害応急対策活動の連絡調整に関すること。 

事務局： 総合防災室 
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③ 「岩手山の火山活動に関する検討会」(H10.10.6 設置)〈委員：６名〉 

座 長：斎藤徳美 放送大学岩手学習センター長 

目 的：・ 火山に関する調査研究に関すること。 

・ 火山活動に関し必要な事項に関すること。 

事務局： 総合防災室 

H10.5.14 に、岩手山の火山活動の活発化に伴う対応策を検討するために設置した「岩手山火山活

動対策検討会」を改組したものである。 

 

エ 「火山対策アドバイザー」に太田一也九州大学名誉教授を任命 (H10.9.21～H17.3.31) 

オ 土井宣夫火山対策指導顧問を任用（H15.1.15～H20.3.31） 

カ 関係６市町村（盛岡市、雫石町、西根町、滝沢村、玉山村、松尾村）による連絡会を定期的に開催

し、防災対策上の共通課題等について協議(H10.10.30～H15.3.17)。以降は、岩手山の入山規制に係

わる関係者会議において必要な事項について協議(～H16.6.24) 

キ 入山規制解除後の登山者の安全を確保するため、登山道周辺の危険箇所について安全対策設備を設

置した。（市町村との共同作業：注意看板、誘導ロープ、踏抜き防止丸太の設置）  

ク 今回の火山活動の活発化に伴う各機関の対応などについて「1998 年岩手山噴火危機対応の記録」と

してまとめ、関係省庁、各都道府県、各市町村や防災関係機関に配布した。（H17.3） 

(2) 情報収集・伝達体制の整備 

ア テレビ会議システム運用 (H11.1.20～H20.3.31) ※県及び周辺 6市町村間 

イ 電話会議システムの運用 (H11.7.30～H20.3.31) ※県及び周辺 6市町村間 

ウ 監視カメラを雫石町役場に設置 (H12.1～) 

エ 県インターネットホームページに「岩手山火山活動関連情報」を開設（H10.9.1～) 

ホームページアドレス（http://www.pref.iwate.jp/~hp0108/） 

(3) 関係６市町村の対応（現在は４市町村） 

ア 災害警戒体制 

・ 臨時火山情報第２号(H10.6.24)の発表を受け設置していた災害警戒本部を平成 16 年 7月 1日に全

ての市町村において廃止した。（県との情報連絡体制、現地の安全対策は継続実施） 

 イ 監視・観測体制の整備 

・ 雫石町が「岩手山火山活動特別調査隊」を組織し、定期的に岩手山を調査（H11.6～H16.3） 

ウ 情報収集・伝達体制の整備 

・ 防災行政無線の整備、衛星携帯電話、ポケットベル（現在は携帯電話）の配備等 

エ 住民の防災意識の高揚 

・ 「岩手山火山防災マップ」等を全戸配布、住民説明会の実施済み 

・ 詳細な防災マップ「火山災害対策図(1/25,000)」を作成済み 

・ 避難訓練、防災訓練の実施 

オ その他 

・ 岩手山の入山禁止〈４町村〉 (H10.7.1～) 

・ 岩手山東側４登山口（雫石町御神坂、滝沢村柳沢、西根町焼走り・上坊）の入山規制緩和 

（H13～H15  7.1～[体育の日]） 

・ 全ての登山道の入山規制を解除（H16.7.1～） 
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(4) 国、大学の対応 

ア 気象庁 

・ 火山噴火予知連絡会が「岩手山の火山活動評価」を発表(年４回) 

・ 観測機器・監視体制を大幅に整備充実（H10～） 

・ 西岩手山の観測を強化するため、松尾村柏台に監視カメラを設置 (H11.11.18～) 

・ 盛岡地方気象台に火山専門職員(１名)が配属 (H10.7.24～H14.3.31) 

・ 盛岡地方気象台に火山防災官(1 名)が配属 (H21.10.1～) 

・ 仙台管区気象台火山監視・情報センターが業務開始（H14.3.1～） 

イ 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 

・ 監視カメラ（９箇所）及び土砂移動監視システム〔土石流の発生警報装置〕を整備 

（県・岩手山周辺４市町村配信済） 

・ 岩手山火山防災情報ステーションを整備 (H12.6.17～) 

ウ  国土地理院 

・ 岩手山の地殻変動を観測するためＧＰＳ、ＡＰＳ観測を実施（H10～） 

エ 東北大学 

・ 定常観測（S56～）、臨時観測（H4～）を実施 

オ 東京工業大学 

・ 岩手山のガス調査を実施 (H11～ H16 は 6.18) 

 

 

 



50 

 

図３－２－１火山性地震回数(月別)  
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第３節  通信管理体制 

 

１ 防災行政無線の整備状況 

  岩手県防災行政無線は昭和５３年度から５５年度までの３ヵ年で整備を行い、それ以降、端末局の新設・廃止、

ファクシミリの導入などを行ってきた。 

  平成３年度からは平成５年度までの３ヵ年で岩手県防災行政情報通信ネットワーク整備事業を実施し、既設の

防災行政無線（地上系）の機能強化を実施、さらに、全国的なネットワークである「地域衛星通信ネットワーク」

を利用した衛星通信システム（衛星系）を導入し、これらを有機的に結合させたネットワークの整備を行い、平

成６年４月１日から全面的に運用を開始している。また、平成１８年度には県庁局一部次世代化を、平成１９年

度にはVSAT局およびTVRO局の映像受信設備のデジタル化を図った。なお、昭和５５年度に整備した防災行政

情報通信ネットワーク地上系は、総合防災情報ネットワークの整備に合わせて平成１３年度末に廃止している。 

  以降、市町村合併に伴う旧町村及び土木出先・病院VSAT局の廃止、衛星携帯電話への切り替えを順次実施し、

平成２３～２５年度には、東日本大震災津波からの復旧に伴い県庁局を含む全VSAT局について第２世代化を図

り、併せて車載局を廃止した。 

 

表３－３－１ 防災行政無線・防災行政情報通信ネットワークの整備状況（H26.4.1現在） 

 
 

整
備
年
度 

 
 

事
業
費 

 

（
百
万
円
） 

地 上 系 衛 星 系 

 
 

合 

計 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ 

固 定 局 

 

基 

地 

局 

移 動 局 地 球 局 

統
制
局 

中
継
局 

地
方
局 

端
末
局 

 

計 

地
域
移
動
局 

全
県
第
一 

全
県
第
二 

移
動
多
重
局 

 

計 

県
庁
局 

車
載
局 

Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
局 

 

計 

S53 

｜ 

S55 

3,222 1 14 13 92 120 17 66 52 118    255 17

S58 517    27 27 5 5    32 78

S61 19    
7 

-7 
0    0

H01 22    2 2 1 1    3

H03 1,046    -3 -3 2 1 3 4 1 1  2 5 -3

H04 

H05 

3,100 

2,864 
 4 1  5  121 121 126 19

H06 15  -1   -1 -1 26 26    24 1

H07 228     -5 5 0  1 1 1

H08 165    1 1 11 11  1 1 13
74

-73

H09     -1 -1    -1

H10     -1 -1  -1 -1 -2 -1

H11     -1 -1 26 26  -1 -1 24

H12     -1 -1  -1 -1 -2

H13     -2 -2  -1 -1 -3 -1
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整
備
年
度 

 
 

事
業
費 

 

（
百
万
円
） 

地 上 系 衛 星 系 

 
 

合 
計 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ 

固 定 局 

 

基 

地 

局 

移 動 局 地 球 局 

統
制
局 

中
継
局 

地
方
局 

端
末
局 

 

計 

地
域
移
動
局 

全
県
第
一 

全
県
第
二 

移
動
多
重
局 

 

計 

県
庁
局 

車
載
局 

Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
局 

 
計 

H14  -1 -17 -14 -113 -145 -18 -67 -105 -16 -3 -191    -354 -14

H15         

H16         

H17       -1 -1 -1

H18 815      -1 -1 -1

H19 19      -1 -1 -1

H20       -1 -1 -1 -2

H21       -1 -1 -1

H22         

H23       -22 -22 -22

H24 1,538     -1 -5 -6 -6 49

H25 517      11 11 11 11

計 14,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 98 99 99 95

 

２ 防災行政無線の利用状況 

  防災行政無線（地上系。平成６年度から衛星系に切り替え）の年度別利用状況は、表３-３-２に示すとおりで

ある。 

  平成５年度以降利用件数が増加しているのは、防災行政情報通信ネットワーク整備事業の完成に伴い利用

できる回線数の増加によるものである。 

表３-３-２ 防災行政無線の利用状況（年度別） 

年度 

利 用 度 数 利 用 件 数 

度数 月平均 日平均 
対５８

年度比
件数 月平均 日平均 

対５８

年度比

55 

56 

57 

58 

59 

   165,625 

   457,100 

   478,891 

   502,860 

   575,033 

   33,125 

   38,092 

   39,908 

   41,905 

   47,919 

   1,104 

   1,252 

   1,312 

   1,378 

   1,575 

 

  90.9 

  95.2 

 100.0 

 114.4 

     473 

   3,666 

   6,123 

   6,628 

  13,533 

     95 

    306 

    510 

    552 

  1,128 

   3.2 

  10.0 

  16.8 

  18.2 

  37.1 

 

  55.2 

  92.4 

 100.0 

 204.2 

60 

61 

62 

63 

01 

   589,508 

   630,464 

   638,917 

   652,614 

   617,933 

   49,126 

   52,539 

   53,243 

   54,385 

   51,494 

   1,615 

   1,727 

   1,750 

   1,788 

   1,693 

 117.2 

 125.4 

 127.1 

 129.8 

 122.9 

  17,870 

  20,716 

  25,924 

  28,413 

  23,855 

  1,489 

  1,726 

  2,160 

  2,368 

  1,988 

  49.0 

  56.8 

  71.0 

  77.8 

  65.4 

 269.6 

 312.6 

 391.1 

 428.7 

 359.9 
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年度 

利 用 度 数 利 用 件 数 

度数 月平均 日平均 
対５８

年度比
件数 月平均 日平均 

対５８

年度比

02 

03 

04 

05 

06 

   619,146 

   608,424 

   609,568 

   704,433 

   947,527 

   51,596 

   50,702 

   50,797 

   58,703 

   78,961 

   1,696 

   1,667 

   1,670 

   1,930 

   2,596 

 123.1

 121.0

 121.2

 140.1

 188.4

  14,523 

   8,814 

   3,330 

   1,652 

   1,845 

  1,210 

    735 

    278 

    138 

    154 

  39.8 

  24.1 

   9.1  

   4.5 

   5.1 

 219.1

 133.0

  50.2

  24.9

  27.8

07 

08 

09 

10 

11 

   921,917 

   941,182 

   979,383 

 1,003,862 

1,033,952 

   76,826 

   78,432 

   81,615 

   83,655 

86,163 

   2,526 

   2,579 

   2,683 

   2,750 

2,833 

 183.3

 187.2

 194.8

 199.6

205.6

   1,470 

   1,727 

   2,859 

   3,438 

3,852 

    123 

    144 

    238 

    287 

321 

   4.0 

   4.7 

   7.8 

   9.4 

10.6 

  22.2

  26.1

  43.1

  51.9

58.1 

12 

13 

14 

15 

16 

968,080 

839,283 

131,221 

126,197 

78,622 

80,673 

69,940 

10,935 

10,516 

6,551 

2,652 

2,299 

360 

346 

215 

192.5

166.9

26.1 

25.1 

15.6 

3,867 

2,776 

2,875 

2,999 

1,381 

322 

231 

240 

249 

115 

10.6 

7.6 

7.9 

8.2 

3.7 

58.3 

41.9 

43.4 

45.2 

20.8 

17 

18 

19 

20 

21 

57,302 

84,330 

11,039 

19,020 

17,253 

4,775 

7,027 

919 

1,585 

1,438 

157 

231 

30.2 

52.1 

47.3 

11.4 

16.8 

2.2 

3.8 

3.4 

781 

815 

10,633 

900 

2,063 

65 

67 

886 

75 

172 

2.1 

2.2 

29.1 

2.5 

5.7 

11.8 

12.3 

160.4 

13.6 

31.1 

22 

23 

24 

25 

－ 

15,075 

52,335 

40,230 

－ 

1,256 

4,361 

3,353 

－ 

41.3 

143.4 

110.2 

－ 

3.0 

10.4 

8.0 

－ 

1,383 

4,823 

5,067 

－ 

115 

402 

422 

－ 

3.8 

13.2 

13.9 

－ 

20.9 

72.5 

76.4 

 

 注１ 昭和５５年度集計は、１１月から３月まで。 

 注２ 平成６年度以降は衛星系県庁分を含む。 

 注３ 平成１４年度から地上系を運用停止し、衛星系のみの運用となったため、集計方法を変更。 

注４ 平成１８年度末に県庁局の設備が更新変更となったことから、集計方法を変更。 

注５ 平成２２年度及び２３年度の一部(４～５月)については、東日本大震災津波に伴う記録機器不具合によりデータが欠測

したもの。 
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図３－３－１防災行政情報通信ネットワーク構成図 Ｈ２６．２．１現在 



55 

 

第４節 航空防災消防体制 

 

１ 防災ヘリコプターの任務 

  広大な面積を有する本県は、地勢的特性から河川の決壊による水害や林野火災、あるいは津波による災害な

どの自然災害によって多くの被害を蒙っている。 

  これらの災害に対して、上空からの消火、人命の救助、災害状況の早期把握など地上消防力と連携した広域

的かつ機動的な防災活動を展開し県民の安心な暮らしを守る。 

 

２ 防災ヘリコプターの活動内容 

  ヘリコプターは、空中停止や小さな旋回、垂直離着陸が可能であること及び機動性の面で優れているなどの

特性を活用して次のような活動を行っている。 

 (1) 災害応急対策活動 

  ・ 被災状況の偵察及び情報収集 

  ・ 救援物資及び人員等の搬送 

  ・ 災害に関する情報及び警報等の災害広報 

(2) 消火活動 

  ・ 林野火災における空中消火 

  ・ 偵察及び情報収集 

  ・ 消防職団員及び資機材等の搬送 

(3) 救助活動 

  ・ 中高層建築物等の火災における救助 

  ・ 山岳遭難及び水難事故等における捜索及び救助 

  ・ 高速自動車道等の道路上の事故における救助 

(4) 救急活動 

  ・ 交通遠隔地からの傷病者の搬送 

  ・ 高度医療機関等への傷病者の転院搬送 

  ・ 交通遠隔地への医師及び資機材等の搬送 

(5) 広域航空消防防災応援活動 

  ・ 大規模な災害等における東北各県等への応援 

(6) 災害予防活動 

  ・ 火災予防や林野火災の予防警戒及び防災関連行事の広報 

  ・ 災害危険個所等の調査 

(7) 消防防災訓練活動 

  ・ 各種消防防災訓練及び演習への参加 

(8) 一般行政活動 

  ・ 行政広報、空中撮影及び要人輸送 

  ・ 各種行政施策等の上空視察及び調査 
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３ 運航体制 

(1) 組 織 

   県内の消防機関から隊員１０名の派遣を受けて岩手県防災航空隊を編成して運航している。 

(2) 運航基地 

   地理的に本県の中心に位置している花巻空港である。 

(3) 運航管理 

   操縦、整備点検等の運航業務は極めて特種で専門的であることから、民間航空会社である東邦航空株式会

社に委託している。 

(4) 運航日及び時間 

   運行日は通年運航体制であり、運行時間は原則として、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

 

４ 運航の実績 

防災ヘリコプター「ひめかみ」のこれまでの運航実績は、次表のとおりである。 

表３－４－１  平成２５年度の月別運航実績 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 1２月 １月 ２月 ３月 計

件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

9 13 22 19 7 20 7 2 2 0 4 4 109

7:42 18:18 19:16 12:56 6:51 32:57 7:43 0:42 2:55 0:00 4:48 9:59 124:07

2 4 9 1 5 7 4 5 0 0 0 1 38

1:31 5:45 9:33 1:46 4:45 5:58 2:11 6:02 0:00 0:00 0:00 2:04 39:35

0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

0:00 3:37 4:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:28 0:00 0:00 0:00 8:05

11 16 5 8 12 9 6 16 12 1 12 13 121

10:37 16:20 4:29 6:47 9:33 9:38 6:25 16:36 10:47 0:47 10:52 16:13 119:04

0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4

0:00 1:30 2:10 0:00 0:00 1:45 1:55 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 7:20

22 37 38 28 24 37 18 23 15 1 16 18 277

19:50 45:30 39:28 21:29 21:09 50:18 18:14 23:20 14:10 0:47 15:40 28:16 298:11

運航休止日数 3日 3.0日 14.0日 10.0日 1.0日 3.0日 29.0日 1.0日 64.0日

計

区　　　　　分

運航管理業務

防災業務

災害業務

他都道府県応援業務

 その他の行政業務
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表３－４－２ 平成８年以降の運航実績 

件数 時　間 件数 時　間 件数 時　間 件数 時　間 件数 時　間 件数 時　間 件　数 時　間

災害業務 830 1274:26 146 190:10 191 203:41 142 180:20 67 82:56 109 124:07 1485 2055:40

防災業務 891 1140:13 55 61:09 48 59:23 19 17:08 39 44:31 38 39:35 1090 1361:59

他都道府県応援業務 54 108:41 10 22:21 5 13:08 6 8:25 6 9:00 5 8:05 86 169:40

運航管理業務 1370 1558:39 97 110:43 97 95:46 92 100:45 100 109:51 121 119:04 1877 2094:48

その他の行政業務 121 253:22 12 19:37 15 27:57 3 4:35 12 24:03 4 7:20 167 336:54

合　　　計 3266 4335:21 320 404:00 356 399:55 262 311:13 224 270:21 277 298:11 4705 6019:01

運航休止日数

　注）　試験運航開始が平成８年４月からで、本格運航開始は同年１０月からである。

平成8～20年
度

平成21年度 平成22年度

761.0日

区　　　　　分

平成23年度

53.0日

合　　　計

1113.0日64.0日52.5日 87.5日 95.0日

平成24年度 平成25年度
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第５節 総合防災センター 

 

１ 総合防災センターの概要 

・名   称  岩手県立総合防災センター 

・所 在 地  紫波郡矢巾町大字藤沢第３地割１１７番地の１（岩手県消防学校隣接） 

・構 造 等  ＲＣ造２階建 延床面積 877.92㎡（建築面積 544.01㎡） 

・沿   革  県民に対する防災思想の普及・啓発を図り、併せて大規模広域災害の発生に対処した防災資

機材を備蓄する施設として、昭和６０年度に矢巾町に建設され、昭和６１年４月１９日に開

館し、平成９年３月３１日全面改装した。 

・建築事業費  514百万円（改装費 157百万円） 

 

２ 運営 

(1) 主な事業内容 

ア 防災に関する資料の展示及び体験学習 

イ 防災に関する教育、指導及び相談 

ウ 防災に関する講習会、講演会の開催 

エ 防災に関する資料作成配布及び貸与 

 (2) 開館時間 

   9：00～17：00 

 (3) 休 館 日 

ア 毎週月曜日（月曜日が祝祭日又は振替休日の場合は、その翌日） 

イ 年末年始（12月29日～翌年１月３日） 

 

３ 利用状況 

岩手県立総合防災センターの昭和61年４月の開館から平成26年3月31日までの利用者は、323,064人とな

っている。主な利用者は、消防職・団員、幼稚園・小学校、婦人消防クラブ、子供会等の団体で200,933人、

個人で122,131人となっている。 

平成７年７月から、防災体験セミナー（６コース～防災・避難・消火・応急手当・幼児・総合）を開設し、

平成８年度に、展示施設の全面改修、平成10年度から、毎年９月に「消防体験まつり」を開催するなど、ハー

ド、ソフト両面で改善を図っている。 

今後とも、市町村、消防機関、教育委員会等の関係機関に利用促進を働きかけて行くとともに、自主防災組

織の育成強化を図るため魅力あるカリキュラムによる研修会を開催するなど、県民の防災意識啓発の拠点とし

て活用していくこととしている。 

 

４ 指定管理者制度の導入 

 指定管理者による自主事業や、独自のノウハウによる運営などについて民間の活力を導入し、岩手県立総合

防災センター設置の目的を 大限に達成するため、指定管理者制度を平成18年４月から導入した。 
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表３－５－１   岩手県立総合防災センターの利用状況 

 

年度別利用者数      （ 平成２６年３月３１日現在 ） 単位：人

 団体（ ）は団体数 個  人 計 一 日 平 均 

昭和６１年度 8,300 ( 234) 5,951  14,251  47

６２ 8,164 ( 236) 7,843  16,007  50 

６３ 8,077 ( 211) 8,210  16,287  51 

平成元年度 6,984 ( 195) 7,317  14,301  46 

２ 6,462 ( 171) 6,528  12,990  41 

３ 7,492 ( 211) 7,307  14,799  45 

４ 7,980 ( 181) 4,065  12,045  37 

５ 6,388 ( 133) 2,651  9,039  29 

６ 5,524 ( 112) 2,854  8,378  27 

７ 5,962 ( 157) 3,099  9,061  29 

８ 5,564 ( 133) 3,324  8,888  29 

９ 7,995 ( 215) 4,037  12,032  38 

１０ 7,694 ( 195) 5,936  13,630  44 

１１ 7,868 ( 196) 4,187  12,055  39 

１２ 8,463 ( 200) 3,947  12,410  40 

１３ 7,760 ( 205) 4,328  12,088  39 

１４ 7,512 ( 205) 4,467  11,979  39 

１５ 7,711 ( 192) 3,677  11,388  37 

１６ 7,066 ( 188) 3,759  10,825  35 

１７ 7,412 ( 202) 2,716  10,128  33 

１８ 7,115 ( 203) 3,207  10,322  28

１９ 7,660 ( 233) 3,447  11,107  36

２０ 7,765 ( 226) 3,802  11,567  37

２１ 7,185 ( 219) 3,037  10,222  33

２２ 7,140 ( 209) 4,114  11,218  35

２３ 6,438 ( 229) 1,249  7,687  24

２４ 6,015 ( 197) 3,301  9,316  30

２５ 5,237 ( 155) 3,771  9,008  29

合   計 200,933 ( 5,443) 122,131  323,064  
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第４章 危機管理体制 

１ 経緯 

県では、災害対策基本法に基づく災害に対応するための組織として、総務部に消防防災課を設置し、地震・ 

津波、大雨・洪水、火山、林野火災等の自然災害等に対し、「岩手県地域防災計画」に基づき、それぞれの災害

毎に予防、応急対策、復旧復興策を講じてきた。 

しかしながら、米軍機の釜石山中への墜落事故（平成 11 年 1 月）、コンピュータ西暦 2000 年問題（平成 11

年 12 月～平成 12 年 3 月）等が発生し、危機事案の内容によっては、所掌する部局が不明確であり、県全体と

しての組織的対応という観点から対応不十分という課題が生じてきた。 

このため、全庁的に危機事案の洗い出しを行い、平成12年2月、それぞれの危機事案ごとにその対応を定め

た「岩手県危機管理対応方針」を策定するとともに、このなかで消防防災課（後の総合防災室）を総合所管部

局とし、主な危機事案について担当部局を明確に定め、危機事案対応に備えているところである。 

(1) 岩手県危機管理対応方針の制定 

   危機の発生等により、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、主として情報の

収集及び伝達等を迅速かつ円滑に行うため、危機の担当部局及びその対応要領等を明確にした｢岩手

県危機管理対応方針｣を、平成12年２月に制定した。平成16年４月１日に本部長を知事とする岩手県

事故（事件）対策本部の設置ができるように改正した。また、平成21年４月１日には全面的な改正を

行い、目的や危機の定義、総合防災室と各部局の責務、危機管理体制などを明確化し、危機管理の総

合的な対処方針とした。 

(2) 危機管理主査の設置 

    平成12年度、危機管理に関する総合所管課を消防防災課とするとともに、新たに危機管理主査を配

置し、各部局と連携を図りながら、危機発生時の被害等を 小限に抑えるための危機管理全般の調整、

対応等を行えるよう体制を強化した。 

 (3) 総合防災室の設置 

平成13年４月１日の県の組織再編に合わせて、「消防防災課」を「総合防災室」に再編するととも

に、「総合防災室」に「危機管理監」を新たに設けた。 

(4) 危機管理連絡会議の設置 

     平成13年11月６日に、危機の発生に備え、平常時から部局間の連携や情報の共有化を図るとともに、

危機発生時において、迅速かつ的確に対処するため、全庁的な連絡調整を図ることを目的として設置

した。 

(5) 防災危機管理監の設置 

   災害や事故等の緊急事態への対処能力の充実強化を図るため、平成14年度に、防災や危機管理分野の専門

的な能力やノウハウを培ってきた自衛隊ＯＢを「防災指導監」として採用し、平成18年度からは「防災危機

管理監」に職名変更し、危機管理全般の企画立案に対応している。 

 

２ 危機管理への取り組み 

(1) 危機管理に対する職員の意識の高揚 

危機管理体制の構築及び職員に対する「危機管理意識」の高揚、啓発を目的として、平成12年度から平

成19年度までは、民間シンクタンク及び大学教授等を招き、年１回(計8回)の危機管理セミナーを開催し

た。 

    平成20年度以降は、訓練を重点とすることとし、年に数回の災害対策本部支援室研修等を通じて、職員

の意識及び対処能力の向上を図っている。 
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平成25年度は、災害対策本部支援室職員に対する研修会や図上訓練、24時間危機管理体制に対応

する職員（兼災害警戒本部職員）に対する研修会の他、全職員を対象とした非常連絡訓練を行い、

危機管理に対する職員の意識の高揚を図った。 

(2) 危機対応マニュアルの整備 

岩手県危機管理対応方針に基づき、関係各部では危機対応マニュアルを作成している。 

    （表４－１） 

 

(3) 危機管理に対応するための24時間危機警戒体制の実施 

勤務時間外等における各種危機事案の発生に対して、より迅速かつ的確に対処できるよう、平成13

年４月１日から、本庁知事部局及び盛岡地方振興局の本庁次長級、課長級の管理職１名と総合防災室

職員、盛岡地方振興局企画総務部の職員１名、計２名の当直による24時間危機警戒体制を実施した。 

平成14年12月28日から、盛岡地方振興局企画総務部職員の当直を解除し、管理職と総合防災室職員

の体制とするとともに、土日祝祭日など休日の日直については、業者委託による対応に切り替えた。 

平成16年４月１日から、盛岡地方振興局の次長級、課長級の管理職の当直を解除し、本庁室長級、

総括課長級及び担当課長級のうち、特別調整額を支給されている管理職１名と総合防災室職員１名

（土日祝祭日など休日の日直は委託業者）の計２名で実施し、平成17年４月１日からは、総務部総務

室の室長、課長を除く職員が一般職員として参加し、それに伴い日直の委託を廃止することで、初動

体制の強化を図った。更に、同年11月からは人事課及び税務課職員を、平成18年度からは組織改変に

より総務事務センター職員を、平成22年6月からは管財課職員を加え、体制の充実を図った。 

 

(表４－１) 

主な危機事案と担当部局 

危機管理対応マニュアル名 所管部局・室課名 

１ 自然災害 総務部総合防災室 

２ 武力攻撃事態・緊急対処事態 総務部総合防災室 

３ 航空機事故（花巻空港内及びその周辺） 県土整備部空港課 

４ 航空機事故（その他） ※除く米軍機、自衛隊機事故） 総務部総合防災室 

５ 列車事故（三陸鉄道・いわて銀河鉄道・ＪＲ） 政策地域部地域振興室 

６ 米軍関係事故 総務部総合防災室 

７ 自衛隊関係事故 〃 

８ 大規模火災（林野火災を含む。） 〃 

９ 海上流出油事故 〃 

10 石油コンビナート事故 〃 

11 水道施設事故 環境生活部県民くらしの安全課

12 毒劇物の混入 保健福祉部健康国保課 

13 感染症の蔓延 保健福祉部医療政策室 

14 鉱毒水中和処理施設事故 環境生活部環境保全課 

15 放射能物質関係施設事故（ラジオメディカルセンターに係る事故） 〃 

16 トンネル崩落等道路事故 県土整備部道路環境課 
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17 コンピュータ問題対応 政策地域部情報政策課 

18 県重要施設の爆破、占拠 総務部管財課 

19 県あて不審郵便物等対応 総務部法務学事課 

20 大規模な災害、事件、事故等発生時の県関係者安否確認 総務部総合防災室 

21 食の安全安心関係 環境生活部県民くらしの安全課

22 NBCテロ現地関係機関連携対応 総務部総合防災室 
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第５章  産 業 保 安 行 政 
 

１ 火薬類・猟銃等の保安 

(1) 火薬類・猟銃等規制の目的 

火薬類取締法（昭和 25 年法律第 149 号）及び武器等製造法（昭和 28 年法律第 145 号）の規定に基づき、

火薬類の製造、販売、貯蔵、消費その他の取扱及び猟銃等の製造、販売その他取扱を規制することにより、

火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としている。 

(2) 火薬類・猟銃等関係事業所（製造、販売貯蔵等）の現状 

火薬類取締法及び武器等製造法に基づく火薬類及び猟銃等の製造・販売等の許可事業所数は、表５－１－

１のとおりである。  

表５－１－１ 火薬類・猟銃関係事業所数                  平成26年3月31日現在 

製造事業所 販 売 事 業 所 

煙

 

火

火
薬
・
爆
薬
・
火
工
品

火

工

品

の

み

実
包
・
猟
銃
用
火
薬

船

舶

用

火

工

品

建
設
用
び
ょ
う
打
ち

銃

用

空

包

煙

 

火

競

技

用

紙

雷

管

合

 

計

2 13 0 10 2 1 3 63 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 火薬類・猟銃等関係認可等件数 

火薬類取締法及び武器等製造法に基づく平成25年度の許可件数は、表５－１－２のとおりである。 

表５－１－２ 火薬類・猟銃等関係許可件数                   平成25年度 

許 可 区 分 件   数 許 可 区 分 件   数 

製 造 営 業 許 可 0 消 費 許 可 0 

販 売 営 業 許 可 7 煙 火 消 費 許 可 80 

火 薬 庫 設 置 許 可 3 廃 棄 許 可 0 

譲 渡 許 可 10 輸 入 許 可 0 

譲 受 許 可 32 猟 銃 等 製 造 許 可 0 

譲 受 ・ 消 費 許 可 167 猟 銃 等 販 売 許 可 0 

 

火     薬     庫 火 薬 庫 外 場 所 

1級 2級 3級 実包 煙火 導火線 販売業者 その他 

96 12 4 1 13 0 31 16 

猟 銃 等 製 造 販 売 所 

製 造 製造・販売 販 売 合計 

3 8 4 15 
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(4) 免状の交付 

平成25年度の火薬類取扱（製造）保安責任者免状交付件数は表５－１－３のとおりである。 

  表５－１－３  火薬類取扱（製造）保安責任者免状交付件数           平成25年度 

免状種別 免 状 交 付 免状再交付 免 状 書 換 え 計 

甲種取扱保安責任者 39  9 1 49 

乙種取扱保安責任者  2        17 1 20 

丙種製造保安責任者  0  0 0  0 

計 41 26 2 69 

(5) 立入検査等 

ア 火薬類危害予防週間を中心に、適時、火薬類消費場所等（採石場・花火大会打揚場所等）に立入り、｢火

薬類の保安管理、取扱基準の遵守｣及び｢盗難防止設備等の維持管理｣の状況について、立入検査を行って

いる。 

イ 火薬類製造施設及び火薬庫について、その位置、構造、及び設備等の技術基準への適合状況について、

年１回保安検査を実施している。（火薬庫に係る避雷針及び土堤については３年に１回） 

ウ ２年に１回、猟銃等製造所及び販売事業所に立入り、猟銃等の｢保管設備の維持管理｣、「受払及び在庫確

認」等の検査を行っている。 

平成24年度に実施した検査件数は表５－１－４のとおりである。 

表５－１－４  火薬類・猟銃等立入検査実施件数                 平成25年度 

検査区分 

 

検査場所 

立 入 検 査 保 安 検 査 

完成検査 対象 

事業所数 

検査 

事業所数 

対象 

事業所数 

検査 

事業所数 

煙 火 製 造 所 2 2 2 2 － 

火薬類販売所 92 18 － － － 

火 薬 庫 126 47 44 44 1 

煙火消費場所 80 39 － － － 

消 費 場 所 167 37 － － － 

計 467 143 46 46 1 

猟 銃 等 

製 造 販 売 所 
3 － － － － 

猟銃等販売所 4 － － － － 

製造所・販売所 8 － － － － 

計 15 － － － － 
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(6) 火薬関係業務従事者に係る保安指導等の実施状況 

火薬類関係業務従事者に対しての保安管理技術の指導として、火薬類消費場所等保安管理技術研修会を一

般社団法人岩手県火薬類保安協会に委託し、実施している。 

平成25年度は、10月26日（土）に奥州市で開催し、59名が参加した。  

(7) 火薬類事故の発生状況 

 平成25年中に発生した事故の概要は表５－１－５のとおりである。 

  表５－１－5   火薬類事故の発生状況 

番号 発生日時 
発生場所 

市町村名 

取 扱

種 別
事 故 原 因 事 故 概 要

     事故発生無し 

 

２ 高圧ガス・液化石油ガスの保安 

(1) 高圧ガス・液化石油ガス等規制の目的 

産業に多く利用されている高圧ガスには、圧縮ガスと液化ガスの二種類があり、圧縮ガスとは、容器に充

てんされた窒素ガスや水素ガスのように気体の状態で圧力を持っているものをいい、液化ガスとは、ＬＰガ

スや液化酸素のように容器の中で圧力を持った液体をいう。これら高圧ガスは、高圧ガス保安法（昭和 26

年法律第204号）により製造・貯蔵・販売・移動その他の取扱いが規制され、事業者の自主保安活動を促進

し、公共の安全確保を目的としている。また、液化石油ガス（LPＧ）は、昭和 30 年代以降の国内における

急速な一般家庭への普及と事故多発に伴い、それまでの高圧ガス保安法での規制から分離され、液化石油ガ

スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第 149 号）による規制により、災害防止、

取引の適正化、公共の福祉の増進を目的としている。 

(2) 高圧ガス保安法関係 

ア 高圧ガス製造者等事業所（製造・貯蔵所等）の現状 

高圧ガス保安法に基づき、許可、届出又は登録された事業所等の数は表５－２－１のとおりである。 

 表５－２－１ 高圧ガス関係事業所数                  平成26年 3月31日現在 

区  分 第1種製造者 第2種製造者 販売業者 第1種貯蔵所 第2種貯蔵所 容器検査所

一般ガス･

ＬＰガス 
116 382 588

44 120 8

冷 凍  83 920 168

計 199 1,302 756 44 120 8

※１ 第１種製造者（冷凍、特定製造事業所を除く。）とは、処理量が 100ｍ３／日以上（不活性ガスの場合は、300 ㎥／

日以上）の事業所をいい、第 2 種製造者とは、処理量が 100ｍ３／日未満（不活性ガスの場合は、300ｍ３／日未満） 

をいう。なお、冷凍の場合の第1種製造者とは、冷凍能力が20トン／日以上（フルオロカーボンの場合は、50トン

／日以上）の事業所をいい、第２種製造者とは、冷凍能力が３トン／日以上 20 トン／日未満（フルオロカーボンの

場合は、20トン／日以上50トン／日未満）の事業所をいう。 

※２ 第１種貯蔵所とは、貯蔵量が 1,000ｍ３以上（不活性ガスの場合は、3,000ｍ３以上）の事業所をいい、第２種貯蔵

所とは、貯蔵量が300㎥以上1,000ｍ３未満（不活性ガスの場合は、300㎥以上3,000ｍ３未満）の事業所をいう。 
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イ 高圧ガス関係許認可等件数 

高圧ガス保安法に基づく平成25年度の許認可、届出並びに登録件数は表５－２－２のとおりである。 

表５－２－２ 高圧ガス許認可等件数                   平成25年度 

区    分 

第1種製造者 

販売事業届

第1種貯蔵所 
容器検査所 

の 登 録 
製造 

許可 

変更 

許可 
設置許可 変更許可 

一般・液石ガス 0 17 23 0 1 0

冷 凍 3 3 － － － －

計 3 20 23 0 1 0

ウ 各種検査の実施状況 

(ア) 第一種製造施設について、その位置、構造、及び設備等が技術基準への適合状況について、指定保

安検査機関が年１回保安検査を実施し、その報告を受けている。（ガスの種類及び物質によっては、２

年又は３年に１回） 

(イ) 製造許可又は施設等変更許可を受けた施設の完成時に、当該施設が申請どおりに施工されているか

どうかを確認するため、指定完成検査機関が完成検査を行っている。 

(ウ) 例年、関係機関と合同で、高圧ガス運送車両（タンクローリー等）に対して、移動に係る基準に従

って適切に行われているかを検査・確認するため、路上点検を実施している。 

各種検査の実施状況については表５－２－３のとおりである。 

表５－２－３ 高圧ガス保安検査等実施件数                 平成25年度 

(3) 液化石油ガス法関係 

ア 液化石油ガス販売事業所等の現状 

 液化石油ガス法に基づく、知事所管に係る販売事業所、登録事業所等数は表５－２－４のとおりである。 

表５－２－４ 液化石油ガス関係事業所数           平成26年3月31日現在 

販売所 特定供給設備 保安機関 
特 定 液 化 石 油 

ガス設備工事業者 
充てん設備 

376 18 406 494 17 

※１ 特定供給設備：液化石油ガスの供給のための設備で、その貯蔵が、ボンベの場合は３トン以上、貯槽又はバルク貯

槽の場合は１トン以上の設備 

※２ 保 安 機 関：LP ガスの一般消費者について、供給開始時点検・調査、容器交換時等供給設備点検等、７項目の

保安業務の全部又は一部を行うもので認定を受けている機関 

         検査区分 

検査対象 

保安検査 

(指定保安検査

機関実施) 

完成検査 

(指定完成機関実施)
路上点検 

新 規 変 更 点検台数 違反台数 

第一種製造施設 
一般・液石 71 1 15 － －

冷 凍 18 3 4 － －

第一種貯蔵所 － 0 1 － －

タンクローリー 21 － － 5 0

容器ばら積み － － － 13 3
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※３ 充てん設備：液化石油ガスの供給のための貯蔵設備である貯槽又はバルク貯槽に充てんするための設備で、民

生用バルクローリと従来型バルクローリの２種類がある。 

 

イ 液化石油ガス関係許認可等件数 

液化石油ガス法に基づく平成25年度の許認可等件数は表５－２－５のとおりである。 

表５－２－５ 液化石油ガス関係許認可等件数            平成25年度 

販売事業者の登録 保安機関の認定等
貯蔵施設等 

設置許可等 
充てん設備の許可等 

2 2 0 1 

ウ 各種検査の実施状況 

(ア) 液化石油ガス販売事業者、保安機関及び液化石油ガス器具販売事業者について、台帳等の管理状態、

貯蔵施設等の維持管理状況を検査するため立入検査を行っている。 

(イ) 製造許可又は施設等変更許可を受けた施設の完成時に、当該施設が申請どおりに施工されているかど

うかを確認するため、完成検査を行っている。 

(ウ) 充てん設備（バルクローリ）について、その位置、構造、及び設備等が技術上の基準に適合している

かについて、年１回保安検査及び立入検査を実施している。 

立入検査の実施状況は、表５－２－６のとおりである。 

表５－２－６ 液化石油ガス立入検査実施件数  平成25年度 

区 分 立入検査 

販 売 事 業 者 68

保 安 機 関 70

器具等販売事業者 42

 (4) 各種免状の交付 

ア 製造保安責任者免状 

高圧ガスの製造に係る保安の統括的又は実務的な業務を行う者に必要な資格で、免状の種類によっては、

高圧ガス製造施設の保安係員等にも選任されることができ、高圧ガスの製造施設に関する保安に携わるこ

とができる。 

イ 販売主任者免状 

高圧ガスの販売事業所において、販売に係る保安の実務を含む統括的な業務を行う者に必要な資格で、

販売の経験のある高圧ガスの種類に応じて、定められた種類の高圧ガスの販売に関する保安に携わること

ができる。 

ウ 液化石油ガス設備士免状 

一般家庭用等のＬＰガス供給・消費設備の設置工事又は変更工事（硬質管相互の接続、取り外し及び気

密試験等の作業）等を行う者は、必ず取得しなければならない資格で、この資格を取得しなければ、液化

石油ガスの設備工事に携わることができない。 

 免状の交付状況は、表５－２－７のとおりである。 
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表５－２－７ 各種免状交付件数（新規）                       平成25年度 

免状の 

種 類 

乙種 

化学 

丙種化学 
乙種 

機械 

冷凍機械 販売主任者 液化石油 

ガス設備 

士 

液 石 

丙 化 

特 別 

丙 化 
第2種 第3種 第1種 第2種 

25年度 1 19 7 6 11 42 15 76 81

累 計 101 1,044 620 222 432 1,868 463 6,480 4,638

(5) 高圧ガス及び液化石油ガス事故の発生状況 

   平成 25 年に発生した高圧ガス及び液化石油ガス関係の事故件数は表５－２－８のとおりであり、事故の

概要等は表５－２－９のとおりである。 

表５－２－８  高圧ガス、液化石油ガス関係事故発生状況          平成25年1月～12月 

区分 

液化石油ガス 一般高圧ガス 冷   凍 計 

件 数 死者数 負傷者数 件 数 死者数 負傷者数 件 数 死者数 負傷者数 件 数 死者数 負傷者数

平成25年 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

表５－２－９  平成25年度 高圧ガス関係事故 

№ 発生月日 
発生場所 

市町村名 
人身被害 

ガスの種類 

災害状況 
事故原因 事故概要 

1 25. 1.15 横手市 なし 窒素 
振動披露によ

る部品磨耗 

液化窒素充填作業後の点検でチャー

ジポンプの吐出側フレキシブルジョイ

ントより微量のガス漏洩を発見。 

事業所は北上市で、横手市にある関係

事業所にてガス充填作業後に発生した

事故。 

2 25. 7.26 陸前高田市 なし 
酸素ガス容器の

流失 

大雨による

流出 

東日本大震災により落橋した気仙大

橋の旧橋脚撤去工事の作業期間中、岩手

県南部を襲った集中豪雨による増水に

より災害復旧現場で使用していた酸素

ガスボンベが流失したもの（漏洩はな

し）。 

３ 電気工事等の保安 

(1) 電気工事等規制の目的 

   電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和45年法律第96号）は、電気工事業者等の登録等、業務の

規制を行うことにより業務の適正な実施の確保、電気工作物の保安の確保に資することを目的としている。 

   電気用品安全法（昭和36年法律第234号）は、電気用品の製造、販売等の規制により、電気用品による危

険及び障害の発生防止を目的としている。 

電気工事士法（昭和 35 年法律第 139 号）は、電気工事の作業に従事する者の資格・義務を定め、もって

電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としている。 

(2) 電気関係事業所等の現状 

電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく、電気工事業者数及び登録・届出数は次のとおりである。 

ア 事業者・営業者数 
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表５－３－１  電気工事業者数                    平成26年 3月31日現在  

 
登録電気工事業者 通知電気工事業者 

みなし 

登録電気工事業者 

みなし 

通知電気工事業者 

事 業 者 数 522 5 359 2

営 業 所 数 536 5 393 2

注）登録電気工事業者：一般電気工作物（一般家庭用）及び自家用電気工作物（工場用等）の電気工事業を営む者 

    通知電気工事業者：自家用電気工作物のみの電気工事業を営む者 

    みなし登録電気工事業者：建設業法の許可を受けて、一般電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事業を営む者 

     みなし通知電気工事業者：建設業法の許可を受けて、自家用電気工作物のみの電気工事業を営む者 

 

イ 登録・届出等 

表５－３－２  登録・届出数                                 平成25年度 

 
新規登録 登録更新 

登録事項 

変更届出 
事業廃止届 

登 録 電 気 工 事 業 者 32 59 17 8 

通 知 電 気 工 事 業 者 0 － 0 0 

みなし登録電気工事業者 9 0 50 6 

みなし通知電気工事業者 0 － 0 0 

(3) 電気工事士法関係免状交付等の状況 

表５－３－３  電気工事士等試験・免状交付実施数                      平成25年度 

 
第一種電気工事士 第二種電気工事士 

新規交付 再交付 書換え 新規交付 再交付 書換え 

25年度 83 37 3 748 53 9

※１ 第一種電気工事士免状取得者は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の工事に従事できる。 

※２ 第二種電気工事士免状取得者は、一般用電気工作物の工事に従事できる。 

 

(4) 立入検査の状況 

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」及び「電気用品安全法」に基づく電気工事業者及び電気用品

販売事業者に対する立入検査件数は次のとおりである。 

  表５－３－４  電気工事事業者立入検査実施数                平成25年度 

 
登録電気工事業者 通知電気工事業者 

みなし 

登録電気工事業者 

みなし 

通知電気工事業者

検 査 対 象 

事 業 者 数 
464 5 311 2

検 査 営 業 所 数 40 0 49 0

実 施 率 （ ％ ） 8.6 0 15.8 0

違 反 件 数 16 0 20 0
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   表５－３－５  違反件数の内訳                       平成25年度 

 登録後の内容

の変更、手続き 
器具の備付 標識の掲示 帳簿の備付 合 計 

登 録 

（みなし含む） 
14 2 26 7 49

   

 表５－３－６  電気用品販売事業者立入検査実施数                  平成25年度 

立入検査販売店数 無表示電気用品 
表示内容違反

電 気 用 品 

その他の違反

電 気 用 品 
違反合計 

61 0 0 0 0

 

 
 

 


